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開会 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和６年

豊能町議会３月定例会議を開会いたします。 

  それでは定例会議に当たりまして町長よ

り挨拶がございます。 

  上浦登町長。 

○町長（上浦 登君） 

  皆様、おはようございます。 

  本日３月定例会議に当たりまして、議員

の皆様にはお忙しい中、御参集を賜り誠に

ありがとうございます。 

  まずは、先ほど自治功労者表彰、特別表

彰、永年在職議会議員表彰と、それぞれ表

彰をされました４名の議員の皆様、長きに

わたり町政発展のために御尽力いただきま

したこと、誠にありがとうございます。私

からも心から厚くお礼を申し上げますとと

もにお祝いを申し上げる次第でございます。

本当におめでとうございます。 

  さて、私事でございますが、昨年の３月

３日に町長に就任をさせていただき１年が

過ぎました。この１年、令和５年度を振り

返りますと、子育て世代に対する支援や人

口流入策の一環としての住宅建て替え支援、

住民レベルでの地域活動への支援、ダイオ

キシン類を含む廃棄物対策など、様々な事

項について議会の皆様に御理解・御協力い

ただきまして、また多くの町民の皆様の御

理解・御協力をいただきまして、ここまで

歩を進めてまいりました。本当にありがと

うございます。 

  後ほど、議長のお許しをいただきまして

令和６年度の所信の一端を述べさせていた

だきますが、引き続き山積する課題等につ

いて、一つ一つ丁寧に、そしてしっかりと

改善・解決に向け取組をさせていただき、

地に足のついた持続可能な行財政運営を進

めてまいる所存でございますので、議員の

皆様方におかれましては、御理解・御協力

を賜りますよう何とぞよろしくお願いを申

し上げます。 

  それでは改めまして、本日３月定例会議

に当たり、議案といたしまして、人事案件、

条例改正、令和５年度の補正予算、令和６

年度当初予算など24件について御提案をさ

せていただいております。多くの案件を御

提案させていただいておりますが、いずれ

も重要な案件でございますので慎重に御審

議をいただき御決定賜りますようお願い申

し上げまして、開会に当たりましての御挨

拶とさせていただきます。よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  なお、３月定例会議の会議期間は、本日

から３月22日までの19日間といたします。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本会の会議録署名議員は、会議規則第123

条の規定により、２番・才脇明美議員、３

番・吉田正子議員を指名いたします。 

  日程第２「令和６年度町政運営方針」を

議題といたします。町長から町政運営方針

の説明を求めます。 

  上浦登町長。 

○町長（上浦 登君） 

  それでは、令和６年度の町政運営方針を

申し述べさせていただきます。 

  はじめに。 

  豊能町議会３月定例会議の開会に当たり、

令和６年度の町政運営における基本的な考

え方と主な施策を申し上げ、町議会議員並
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びに住民の皆様の御理解と御協力をお願い

申し上げます。 

  令和５年３月３日に町長に就任してから

早くも１年が経過しました。この間、将来

にわたって持続可能な豊能町を築き上げる

という意識を強く持って町政運営の重責を

担ってきました。 

  令和５年度は、子育て世帯に対する支援

として中学校給食の無償化、保育所での使

用済みおむつの回収、乳幼児医療費助成制

度の所得要件の撤廃、物価やエネルギー価

格の高騰に対する家計及び事業者への支援

として、国の臨時交付金を活用したお買い

物クーポン券の配布などの施策を進めてき

ました。 

  また、住宅の建て替え及び転入の促進を

図るため、既存の空き家住宅の除却や家財

道具等の処分に対する補助及び町の活性化

に資する取り組みとして、まちのにぎわい

づくりの取り組みを支援する「豊能町にぎ

わい事業補助金」を創設しました。 

  さらに、令和８年４月に東・西地区それ

ぞれに施設一体型の義務教育学校を開校す

るために引き続き、小中一貫校の整備に取

り組むとともに、公共施設の再編・集約に

よるコンパクトなまちづくりを進めるため

に「豊能町公共施設再編に関する基本方針」

を策定しました。 

  昨年１０月から１１月にかけて、「公共

施設の再編について」をテーマにして自治

会ごとに町政懇談会を開催したところ、住

民の皆様から様々な御意見をいただきまし

た。 

  とりわけ、東地区の公共施設再編に関し

ては余野地区の「中央公民館から本庁周辺」

で整備することとしていますが、現在、旧

双葉保育所などにダイオキシン類を含む廃

棄物を仮置きしており、ダイオキシン類を

含む廃棄物については、公共施設の再編整

備と併せて処分することとしています。 

  長年の懸案事項でありますダイオキシン

類を含む廃棄物の最終処分については、余

野地域の皆様の深い御理解と御協力をいた

だき、ボーリング調査に向けた準備を進め

ることができました。今後は、調査結果を

待って、地域の皆様との十分な意見交換を

通して、処分場所を決定し処理を進めてい

きます。 

  一方、今後の人口減少や高齢化が進む中、

地域公共交通については、年々利用者が減

少するなどの課題解決に向けて、西地区に

おいて、令和４年度に引き続きＡＩオンデ

マンド交通「ハニタス」を実証運行しまし

た。 

  このほか、公民連携による活気あるまち

づくりを推進するため、日本郵便（株）、

大塚製薬（株）及び生活協同組合コープこ

うべの３者それぞれと包括連携協定を締結

しました。今後は、本町と３者それぞれが

有する人的・物的資源を有効に活用して、

地域の一層の活性化及び住民サービスの向

上を図っていきます。 

  以上、本町が抱える様々な課題を解決す

るために、各種施策を展開してきました。 

  令和６年度当初予算案。 

  本町の財政状況は、令和４年度一般会計

の決算で、実質収支は３億4,825万円の黒字

となりました。しかし、長年の課題である

町税の減少傾向は継続しており、国の財政

措置次第で、町の財政状況が大きく左右さ

れる状況が続いています。 

  経常的な収入である一般財源がどの程度

経常的な経費に充てられているかを示す経

常収支比率は、97.2％と前年度より6.7ポイ

ントの増となり、財政の硬直化が大きく進

みました。また、基金の取り崩しによる財

政運営は続いており、基金残高の減少と財

政状況の硬直化は今後も続くと予想されま
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す。 

  さらに、今後は小中一貫校施設整備や公

共施設再編、インフラの更新費用、高齢化

等により増加する医療費等の社会保障関係

経費に加えて、物価高騰の影響により、こ

れまでにない多額の財政負担が見込まれま

す。 

  このため、令和６年度当初予算編成方針

において、将来にわたり持続可能な財政運

営に向けた財政構造の変革を進めるため、

今までの事業体系にとらわれることなく、

全ての事業をゼロベースで再度精査すると

ともに、国・府の交付金・補助金及び過疎

指定を受けたことによる国の有利な交付

金・補助金を最大限に活用できるよう情報

収集を行い、十分に精査したうえで、限ら

れた財源を効果的かつ実効性のある施策に

重点に配分しました。 

  本町の令和６年度当初予算案の総額は、

一般会計 83億 5,500万円、特別会計 58億

6,000万円、下水道事業会計15億2,400万円、

合計157億3,900万円であります。 

  こうした厳しい財政事情の中、総合まち

づくり計画の将来像であります「自然に抱

かれた多様性・創造性で未来が輝くまちと

よの」の実現に向けた施策をいかに実行し

ていくのか、令和６年度における施策につ

きまして、三つの基本指針に沿ってその一

端を申し述べさせていただきます。 

  基本指針１「住民主役のまちをつくり出

す“ひとづくり”」について。 

  まちの活力を維持し続けるためには、人

と人とがつながり合い、住民が主人公のま

ちづくりを推進することで、まち全体に魅

力とにぎわいをつくり出すことが必要であ

ります。 

  １．まちの未来につながる教育の推進。 

  令和８年４月、東西それぞれに施設一体

型の義務教育学校の開校を目指し「豊能町

保幼小中一貫教育グランドデザイン」で示

した「保幼小中一貫教育」と「地域ととも

にある学校」を柱として、各小中学校にお

いて再編・統合に向けた準備を進めていま

す。 

  東地区においては、令和４年４月から施

設分離型小中一貫教育校「東能勢小中学校」

を先行して開校し、中期学部（５，６，７

年生）において教科担任制を導入するとと

もに「豊能町小中一貫カリキュラム」に基

づく９年間をつなぐ学びの検証を行ってい

ます。 

  西地区においては、本年４月から吉川中

学校の校舎・敷地を活用して義務教育学校

を開校するための改修工事を実施します。

この改修工事を行う令和６年から７年度、

吉川中学校の生徒は光風台小学校において

学習活動を行うことになり、園児、児童、

生徒の交流を初め保幼小中一貫教育をでき

るところからスタートしていきます。 

  また、地域とともにある学校づくりを進

めるため、令和４年４月に学校、ＰＴＡ、

自治会や地域の青少年団体、卒業生などか

ら委員を選出していただき、学校運営協議

会を東能勢中学校区と吉川中学校区に設置

しました。そして協議会委員の皆様と関係

者からなる開校準備委員会と六つの部会で

は、校名や校章、校歌などの策定や５年生

からの標準服の着用、通学路の安全、ＰＴ

Ａの在り方などの検討を進めていただいて

います。 

  義務教育学校開校まで、あと２年。豊能

町の素晴らしい自然や歴史や文化、産業な

どを学び、豊能町の将来のことも考える豊

能町独自の取り組み「とよの未来科」やそ

の日習ったことをふり返る「自学ノート」

の取り組みも全小中学校で始まりました。

「豊能町に誇りをもち、自信をもって社会

を生き抜く子ども」の育成を目指し、地域、
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保護者、教職員、そして行政みんなで、一

貫性・継続性・発展性を大切にした「未来

を拓く教育」を目指していきます。 

  小学校給食においては、物価高騰により

食材費が高騰したため、子ども達の栄養価

を考慮した給食内容の維持及び給食費値上

げの抑制の観点から給食費の一部補助を行

います。 

  また、中学校給食においては、中学生の

いる家庭の保護者の負担軽減の一環として

中学校給食費無償化を昨年度に引き続き実

施します。 

  さらに、本町在住で高等学校に通学する

生徒のいる家庭に対して、生活支援の一環

として通学費の一部補助を行います。 

  そして、西地区においては、吉川保育所

とひかり幼稚園を統合し、新たな認定こど

も園設置に向けて協議を進めていきます。 

  道路交通法が改正され自転車用ヘルメッ

トの着用が努力義務化されたことから、安

全で安心な暮らしに資することを目的に自

転車用ヘルメットの購入費に対する補助金

制度を創設し、町内に暮らす子ども（15歳

以下）に対し、自転車用ヘルメットの着用

を促進します。 

  ２．いつまでも健康で、みんなが活躍す

るまち。 

  誰ひとり独りぼっちにさせない、誰もが

安心して住み続けることができるまちづく

りの取り組みの一環として、一人暮らし高

齢者等の緊急通報装置貸与事業と豊能町社

会福祉協議会の緊急時安否確認（かぎ預か

り）事業を改編し、民間事業所との連携に

より医療・介護・福祉・見守り体制のさら

なる強化を図っていきます。 

  また、認知症高齢者の増加に伴い、地域

包括支援センターや認知症地域支援推進

員・地域の介護事業所等と連携し、専門的

な知識を持つ職員が認知症本人やその家族

に対する日常生活上の工夫等の助言などを

継続的に行う、専門的な相談窓口の拠点を

整備するとともに、認知症になっても安心

して住み慣れた地域で暮らせるまちづくり

を進めていきます。 

  そして、高齢者・障害者・子ども等を対

象とした福祉に関する本町の分野別計画と

の整合性や連携を図りながら、これらの計

画を総合的に包括した計画として「第５次

豊能町地域福祉計画」を策定し、住民の主

体的なまちづくりに対する参画を促し、生

活全般にわたる福祉の向上を目指していき

ます。 

  さらに、障害、生活困窮、ひきこもり、

８０５０問題、虐待など多様化・複雑化す

る相談については、福祉に関する総合的な

相談支援を行う福祉相談支援室において専

門職による支援や関係機関との連携の充実

を図り、孤立孤独対策の強化に努めます。 

  ３．安心して子どもが産める環境づくり。 

  子育て家庭が身近な地域で多様なつなが

りを持てる仕組みづくりとして、池田泉州

銀行光風台出張所内の空きスペースを活用

して、子育て支援センターすきっぷを運営

し、未就学児の親子が気軽に集える憩いの

スペースやプレイルームの開放、また、各

種事業で多世代が交流できるコミュニティ

を提供するなど、子育て世代を支援してい

きます。 

  また、全ての妊婦・子育て家庭が安心し

て出産・子育てができる環境整備を整える

ため、妊娠期から出産・子育てまで一貫し

て身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ

伴走型の相談支援と経済的支援を実施する

とともに、満１歳までの乳児を養育する方

の負担軽減と子育て情報の提供を目的とし

た、育児訪問見守りギフト事業によって受

託業者が家庭を訪問することにより、孤立

や虐待の早期発見、予防を図っていきます。 
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  留守家庭児童育成室においては、入室希

望児童が増加したため、必要な備品を購入

し環境を整備します。また、吉川留守家庭

児童育成室を開室し、保育の充実を図って

いきます。 

  ４．まちを好きと思ってもらえる移住・

定住促進。 

  地域外の人材を積極的に活用し、地域力

の維持・強化に取り組むために、地域おこ

し協力隊や地域活性化企業人を招き入れ、

ＳＤＧｓのまちづくりや妙見口駅前の活性

化方策などを検討します。 

  感染症を経験し、テレワークの浸透と地

方移住への関心が高まる中、移住促進と企

業等の人材不足を解消することを目的に、

若年層で大阪府外から移住された方を対象

に移住応援金を支給します。また、併せて

新たに正規就労等を伴う移住をされた方へ

は、さらに応援金を支給します。 

  また、地域住民や団体が主体となって、

より多くの人たちが参加でき、町内におけ

るまちの活性化につながる取り組みに対し

て、補助金を交付して支援します。 

  ふるさと納税については、事業者や返礼

品数の増加に向けて、産業振興の視点も含

めて町内業者との連携を積極的に働きかけ

るとともに、ポータルサイト運営会社との

一層の連携を図り、多くの方に選んでいた

だけるサイト作りを目指していきます。 

  豊能町のファンを増やす取り組みとして、

イメージキャラクター「とよのん」のＰＲ

活動を通じて、本町の様々な魅力や特性、

また、特産品や観光資源等をフェイスブッ

クやインスタグラムなどを効果的に活用し

ながら、町内外に積極的に発信していきま

す。 

  2025年大阪・関西万博に向けた機運醸成

を図るため、北摂の各市町と連携したデジ

タルスタンプラリーの開催や記念グッズの

制作などの取り組みと併せて本町の魅力を

発信していきます。 

  また、2025年大阪・関西万博をＰＲする

ために、万博公式キャラクターをデザイン

した原動機付自転車用ナンバープレートの

作成・発行を行います。 

  さらに、地域資源であるトヨノノレポー

ターによる活動を支援し、情報発信サイト

「トヨノノＰＯＲＴＡＬ」において、行政

とは異なる視点での魅力発信を行うことに

より、新たな地域魅力の発掘と交流人口の

増加を目指していきます。 

  人口減少と急激な高齢化に伴い、本町の

空き家数は今後も増加することが予測され

ます。空き家の利活用を促進するため、空

き家バンクへの登録を条件に家財道具の撤

去などを行う場合、その撤去費を補助しま

す。また、新たな補助制度として、空き家

バンクを通じて居住された方が、リフォー

ムを行う場合にリフォーム費用の一部を補

助し、移住促進を図っていきます。 

  空き家の除却を促進し、住宅地の流動化

と住民にとって安全で安心な居住環境の改

善に資することと、町外からの転居者の増

加を目指すため、空き家の除却に補助金を

交付し、本補助を受けて除却を実施した土

地に対して最大３年間の固定資産税を減免

します。 

  基本指針２「未来の活力を生み出す“し

ごとづくり”」について。 

  だれもが働きやすく、活気あふれるまち

づくりのためには、担い手不足が深刻化し

ている農業への対策や、ポストコロナ・ウ

ィズコロナの中での新しい働き方、また多

様な人々が多様な働き方を実現できること

が必要であります。 

  １．まちで働く人を応援。 

  企業誘致につきましては、消防署東出張

所南側に（株）コメリの店舗誘致を決定し
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ており、令和７年５月頃の開店を目指し、

事業に着手しているところです。本年夏頃

から予定しております造成・店舗建築・周

辺緑地等整備工事が円滑に進むよう引き続

き事業者と協力していきます。 

  都市計画マスタープランで本町が目指す

新たなまちづくりを実現するため、幹線道

路沿いや、近隣商業地域周辺の一部につい

て住民にとって利便性のある機能を持たせ

るよう用途地域の変更見直しを行います。 

  また、沿道区域内における開発行為及び

建築行為について基準が緩和されたことか

ら、これまで実現不可能であった飲食店や

店舗の営業等、土地利用の範囲が広がった

ため、同沿道区域内で店舗等を開業しよう

とする者に対し、費用の一部支援（補助）

を実施し、地域のにぎわいづくり、周辺地

域の活性化の推進を図っていきます。 

  さらに、雇用とにぎわいを創出するため

に、新たな企業誘致に向けて取り組むとと

もに、公共施設の再編により生ずる公有地

の跡地の有効活用についても検討を進めて

いきます。 

  ２．地域経済を循環させる。 

  農空間整備については、高齢化の進行等

に伴い、後継者不足が深刻化してきている

ことから、担い手への農地の集積・集約化

を進め、生産性の向上を図り持続可能な農

業経営を目指すため、令和４年度から工事

着手している牧地区に加えて、令和６年度

からは高山地区においても農地中間管理機

構関連農地整備事業（ほ場整備）の工事に

着手します。 

  農業従事者の高齢化や後継者不足問題の

解決策の一助として、町内の農地で就農を

希望する方に対して、必要な技術や知識、

経営ノウハウを学ぶ「とよの就農支援塾」

を引き続き開校し、農業の担い手育成を行

います。 

  また、町内の農地で営農を開始しようと

する新規就農希望者に対し、就農時の支援

をするため農業用機械等の購入費用の一部

を補助することで就農を促し、農業従事者

の確保と遊休農地の解消を図っていきます。 

  さらに、効率的で安定的な農業を営む方

策として農業用園芸ハウスが有効であるこ

とから、設置費用の一部を補助し、農業の

活性化、生産物の品質向上を図っていきま

す。 

  ３．地域産業を元気にする６次産業化。 

  町内農業の活性化を図るため、豊能町直

売所運営協議会と連携し、豊能町産農産物

の流通拠点である直売所「志野の里」の運

営を支援します。 

  野生鹿・猪等による農作物等への被害は、

収益を減少させるだけでなく、従事者の意

欲を減退させてしまう深刻な問題であるこ

とから、野生鹿・猪等の農林業被害を最小

限に留めるため、地元猟友会の協力のもと、

個体数の調整を行うとともに、可動式の有

害鳥獣捕獲檻貸出や獣害防止柵等設置費用

の助成を行います。また、狩猟従事者減少

の問題に対しても、狩猟免許取得に係る費

用の補助を実施し、人材育成を図っていき

ます。 

  基本指針３「緑の中で楽しく暮らせる

“まちづくり”」について。 

  10年後の未来に本町で快適な暮らしを送

り続けるためには、環境に配慮しつつも、

人工知能（ＡＩ）や情報通信技術（ＩＣＴ）

といった先端技術も活用しながら、誰もが

快適で、暮らしを豊かにするための取り組

みが必要であります。 

  １．住民の生活の質（ＱｏＬ）向上を目

指したコンパクトなまちづくり。 

  本町のまちづくりにおける大きな課題の

一つである地域公共交通については、バス

路線やデマンドタクシーなど多様な交通モ
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ードの運行を支援し、まちのにぎわいを生

む生活圏の移動の充実を図ることで、公共

交通ネットワークを維持していきます。 

  また、実証運行を終えたＡＩオンデマン

ド交通についても検証を進めながら、新た

な交通モードを組み合わせることによる人

流増加を目指し、さらなる交通需要増大の

仕掛けをつくっていきます。 

  公共施設の再編につきましては、東西そ

れぞれの地区の地域特性を踏まえ、将来の

人口規模や財政規模に見合った公共施設に

集約整備するための基本計画策定に向けて

の事業に着手したところです。 

  今後は、住民アンケートやワークショッ

プを通して、住民の皆様の御意見を踏まえ

ながら基本計画の策定に取り組んでいきま

す。 

  なお、東地区においては、令和６年度中

に再編予定区域内の既存施設の在り方を含

めた、全体の基本計画策定を目指していき

ます。 

  また、西地区においては、ワークショッ

プや意見交換を通して、施設に求める機能

やその規模等についてさらに検討を進め、

令和７年中の基本計画策定を目指していき

ます。 

  義務教育学校開校により、令和８年３月

で閉校となる学校施設等跡地利活用につい

ては、住民の皆様と意見交換を行いながら、

学識者を含む学校施設等跡地利活用検討委

員会を立ち上げ議論を進め、地域の活力や

魅力の維持向上のために新たな価値の創出、

公共空間のより良いかたちを検討していき

ます。 

  見守りタグを身に付けた小学生や高齢者

が、町内約80箇所に設置された受信機付近

を通過すると、家族等が位置情報を確認で

きる見守りサービスを引き続き実施し、安

全・安心なまちづくりに取り組んでいきま

す。 

  町全体の防災力の強化を図るため、町域

内で発生するおそれのある災害等の非常事

態に備え、計画的に避難所の備蓄品を整備

するとともに、地域の自主防災組織等が防

災活動や避難活動を行うための環境整備に

係る費用の一部を助成します。 

  消防団については、各種災害時における

多様なニーズに対応するため、消防署との

さらなる連携強化を図るとともに、救命講

習の受講により迅速な救命活動に努めます。

また、引き続き消防団車両の更新や個人装

備品の貸与など活動環境の整備を実施しま

す。 

  町道の老朽化した舗装について、点検結

果をもとに策定した舗装個別施設計画に基

づき、計画的に更新を行うことで交通の円

滑化を図っていきます。 

  また、町内の道路において、通行の安全

性を維持・確保するため、点検結果をもと

に策定した道路付属物修繕計画に基づき、

道路反射鏡などの老朽化した道路付属物の

更新を行います。 

  町内の道路橋を安全で安心して通行でき

るよう、法令点検結果をもとに策定した橋

梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化した

橋梁の修繕を行い、長寿命化を図っていき

ます。 

  地籍調査推進事業については、地籍を明

確化し、大規模災害が発生した際の迅速な

復旧・復興が可能となるまちづくりの基盤

を構築することにより、町内における土地

の保全及びその利用の高度化を図っていき

ます。 

  ２．人が活躍できる地域コミュニティづ

くり。 

  令和５年７月に創設したこども食堂支援

補助金については、子どもの健やかな成長

の促進及び子どもが安心できる地域の居場
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所づくりを推進するとともに、経済的に困

難を抱える家庭の負担軽減を図るため、引

き続き取り組んでいきます。 

  また、障害者の自立した生活の場を確保

し、町内における障害者グループホームの

開設促進を図るために、引き続き開設事業

者に対して費用の一部を助成します。 

  ３．低炭素社会の実現による持続可能な

まちづくり。 

  森林整備については、森林がもつ公益的

機能は、地球温暖化防止のみならず、国土

の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を

与えるものであり、適切な森林の整備等を

進めていくことは、我が国の国土や国民の

生命を守ることにつながります。しかし一

方で、所有者や境界が分からない森林の増

加や森林整備の担い手不足等が大きな課題

となっています。そのため、災害防止・国

土保全機能強化等の観点から森林環境譲与

税を活用し、地番参考図の整備やＣＯ２排出

量削減の取り組みを推進するため、間伐等

の森林整備を進めていきます。 

  ダイオキシン問題は、本町の最重要課題

の一つであり、本町の発展にはダイオキシ

ン問題の解決が不可欠となっています。 

  今後は、町の活性化を願い苦渋の決断を

いただいた地域の皆様の想いに応えられる

よう、慎重かつ迅速に問題の解決に努めて

まいります。 

  むすびに。 

  以上、新年度の町政運営に臨む所信の一

端と主な施策の概要について申し上げまし

た。 

  本町は今、人口急増期に相次いで建設し

た公共施設の維持管理費用や、高齢化の進

行に伴う医療・介護などの社会保障関連経

費に係る費用などの増加が見込まれていま

す。また、自治体ＤＸの推進など、新時代

の行政運営の変化にも迅速に対応していく

ことが求められているところで、町政を取

り巻く課題は山積している状況でございま

す。 

  このような情勢の中におきましても、引

き続き財政の健全性をしっかり見極めなが

ら、住民の皆様のニーズを的確に捉えるこ

とに留意しつつ、重点方針である「将来に

わたり持続可能な財政運営」、「住民が安

心して暮らせるまちづくり」、「地域の活

性化」に資する事業を着実に実現していく

ために必要な経費をこのたび計上いたしま

した。 

  住民の皆様から寄せられた希望や期待を

真摯に受け止め、令和６年度も情熱と責任

をもって、課題を先送りすることなく、今

できること、今すべきことを確実迅速に実

行することを目指して、まちの将来像であ

る「自然に抱かれた多様性・創造性で未来

が輝くまちとよの」の実現に向け粉骨砕身

の思いで取り組んでいきます。 

  そのために、職員全員と協力しながら、

一丸となって覚悟をもって町政運営に邁進

してまいりますので、町議会議員並びに住

民の皆様のさらなる御理解、御協力を賜り

ますようお願い申し上げまして、令和６年

度の町政運営方針といたします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第３「第４号議案 豊能町監査委員

の選任につき同意を求めることについて」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  それでは、改めまして第４号議案、豊能

町監査委員の選任について同意を求めるこ

とについて御説明を申し上げます。 

  本件は、監査委員の任期満了に伴う同委

員の選任に対し、地方自治法第196条第１項

の規定により議会の同意を求めるものでご
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ざいます。 

  同意をお願いする方は、田中啓二さんで

ございます。経歴等につきましてはお手元

にお配りしております略歴書を御覧いただ

きますようにお願いいたします。田中さん

はこのたび、新たに就任をお願いするもの

でございます。なお、任期は令和６年５月

１日から４年間でございます。御審議の上、

御同意賜りますようよろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり同意することに賛

成の方は御起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４号議案は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

  日程第４「第５号議案 豊能町附属機関

に関する条例改正の件」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  それでは第５号議案、豊能町附属機関に

関する条例の一部を改正する条例につきま

して御説明申し上げます。 

  議案書の４ページ及び議案概要資料を御

覧ください。 

  本件の提案理由でございますが、学校施

設等の跡地利活用に関する必要な事項につ

いての調査審議に関する事務を行う附属機

関を設置するため、豊能町附属機関に関す

る条例の一部を改正するものでございます。 

  続きまして議案書の５ページをお開きく

ださい。 

  改正の内容でございますが、豊能町附属

機関に関する条例第１条第１号の表に、豊

能町学校施設等跡地利活用検討委員会を加

えるものでございます。 

  また、附則といたしまして、この条例は

公布の日より施行することとし、豊能町特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例を一部改正し、学校施設

等跡地利活用検討委員会委員長の報酬を日

額１万5,000円、同委員の報酬を日額7,000

円と定めるものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第５「第６号議案 豊能町行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例

改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは、第６号議案、豊能町行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例

改正の件につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の６ページ、７ページ、議案の概

要資料及び新旧対照表を併せて御覧くださ

い。 

  提案の理由でございますが、豊能町行政
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手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例が引用する行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律、以下法と言わさせていただきます。

この法が改正されたことに伴い、所要の改

正を行うものでございます。 

  条例の改正内容について御説明申し上げ

ます。 

  法の改正により、本条例において引用す

る法別表第２が削除されること等に伴い、

本条例の規定について法改正を踏まえたも

のとするものでございます。 

  法別表第２には、特定個人情報の照会、

提供等の情報連携が可能な事務及び特定個

人情報が定められていましたが、その内容

を省令で定めることで新たに必要となる情

報連携のより迅速な対応が可能となるもの

でございます。 

  まず第２条関係、定義でございますが、

用語の定義としまして、特定個人番号利用

事務及び利用特定個人情報を新たに追加す

るものでございます。 

  次に第４条関係、個人番号の利用範囲で

すが、まず第１項としまして、法別表第２

の削除に伴い、条例の規定中同表を引用す

る箇所について、先ほど御説明しました新

たに定義された用語に改めるものでござい

ます。 

  また、第２項としまして、同様の内容は

法に規定されているため、重複する条例の

規定を削除するものでございます。 

  次に、第５条関係、特定個人情報の提供

ですが、第４条第１項と同様に、法別表第

２の削除に伴い、条例の規定中同表を引用

する箇所について、先ほど御説明しました、

新たに定義された用語に改めるものでござ

います。 

  附則といたしまして、この条例の施行日

は改正法の施行日と同日となりますが、具

体的な日が未定であるため、規則で定める

日とするものでございます。現時点では、

令和６年５月末頃の予定とされております。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第６「第７号議案 豊能町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは、第７号議案、豊能町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の８ページから11ページ、並びに

議案の概要資料及び新旧対照表を併せて御

覧ください。 

  提案理由でございますが、本件は地方自

治法の一部を改正する法律の改正内容に基

づき、会計年度任用職員に勤勉手当の支給

を可能とするよう所要の改正を行うもので

ございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

申し上げます。 

  第２条は、勤勉手当を支給することがで

きるように、給与の項目に勤勉手当を追加

するものでございます。 

  第13条では、フルタイム会計年度任用職

員の期末手当の支給要件につきまして、一

般職の給与条例を準用すると規定している

ところでございますが、支給率につきまし

ては一般職の給与条例を準用せずに、新た

に支給率を100分の120と定めるものでござ

います。 

  第14条では、フルタイム会計年度任用職

員の勤勉手当の支給要件につきましても、



 1－14 

期末手当と同様に支給率を100分の48.75と

定めるものでございます。 

  また、任期の定めが６か月に満たない会

計年度任用職員が一会計年度内において合

計で６か月以上任用となった場合及び前年

度の末日以前から任用されていた職員が引

き続き新たにその翌日から６か月未満で任

用され、基準日に通算して６か月以上在籍

している場合に勤勉手当を支給することが

できるようにするものです。 

  第24条のパートタイム会計年度任用職員

の期末手当及び第25条のパートタイム会計

年度任用職員の勤勉手当につきましては、

先ほど御説明しました第13条及び第14条の

フルタイム会計年度任用職員と同様の規定

とするものでございます。 

  第12条及び第20条から第23条並びに第27

条は、新たに条を追加したことにより、引

用する条の整理を行うものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は令和６

年７月１日から施行するものでございます。 

  また、豊能町職員の育児休業等に関する

条例第７条第２項中、育児休業をしている

職員の期末手当の支給要件につきまして会

計年度任用職員を除くと規定していたこと

から、今回の改正により支給可能となるこ

とから、当該部分を削除するものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御決定賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第７「第８号議案 豊能町介護保険

法関係事務手数料条例改正の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 

  それでは、第８号議案、豊能町介護保険

法関係事務手数料条例改正の件につきまし

て、提案理由の説明をいたします。 

  今回の改正は、介護保険法の改正に伴い、

指定居宅介護支援事業者の指定の更新及び

指定介護予防支援事業者の指定の更新の申

請を同時に行う場合の手数料を定めるもの

でございます。 

  それでは、Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓの議案書

12ページから13ページ、議案概要の13ペー

ジから14ページを御覧ください。 

  この条例は、介護保険制度の中で事業を

行う場合に必要な事業者の指定の手続に係

る手数料を定めるものでございます。 

  指定居宅介護支援事業者とは、要介護認

定を受けた被保険者がサービスを利用する

場合にケアマネジメントを行う事業者で、

指定介護予防支援事業者とは、主に要支援

認定を受けた被保険者がサービスを利用す

る場合にケアマネジメントを行う事業者で

ございます。 

  これまで指定介護予防支援事業者の指定

につきましては地域包括支援センターの設

置者でなければ申請することができないと

されておりましたが、今回の介護保険法の

改正によりまして、地域包括支援センター

の設置者でない指定居宅介護支援事業者も

指定介護予防支援事業者の指定申請をする

ことができることとなりました。以上によ

りまして、今後、指定居宅介護支援事業者

の指定の更新と指定介護予防支援事業者の

指定の更新を同時に申請する場合があるこ

とから、同時申請の場合の手数料を１万円

と定めるものでございます。 

  なお、この条例は令和６年４月１日から

施行するものといたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 
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○議長（永並 啓君） 

  日程第８「第９号議案 豊能町子ども・

子育て審議会条例改正の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  それでは、第９号議案、豊能町子ども・

子育て審議会条例改正の件につきまして御

説明いたします。 

  議案書の14ページを御覧ください。 

  提案理由は、子ども・子育て支援法の改

正に伴い、規定の整備を行うものでござい

ます。 

  議案書の15ページを御覧ください。 

  豊能町子ども・子育て審議会条例の第１

条中第77条第１項を第72条第１項に改める

ものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第９「第10号議案 豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準を定める条例改正の件」を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  それでは、第10号議案、豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準を定める条例改正の件につきま

して御説明いたします。 

  まず、議案書16ページを御覧ください。 

  提案理由といたしまして、特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準の改正に伴い、規定の整備を行うもの

でございます。 

  条例の概要及び主な改正内容について御

説明いたします。 

  概要説明書を御覧ください。 

  子ども・子育て支援法第34条第２項の規

定において、市町村は、特定教育・保育施

設の運営について条例で基準を定めなけれ

ばならないこととされています。 

  このうち、本改正に係る基準につきまし

ては、内閣府令で定める基準を参酌し定め

るものとされています。 

  今般の内閣府令改正に伴い、当該条例に

つきましても内閣府令と同様の改正を行う

ものです。 

  まず、条例第23条におきまして、特定教

育・保育施設等は、施設の運営についての

重要事項である運営規程の概要、職員の勤

務体制、利用者負担などに関する重要事項

の書面掲示に加え、インターネットを利用

して公衆の閲覧に供しなければならないこ

ととするものでございます。 

  続きまして、条例第62条におきましては、

条文中の磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、そ

の他これらに準ずる方法により、一定の事

項を確実に記録しておくことができるもの

につきまして、技術中立性を明らかにする

観点から、媒体の種類を示さない形の電磁

的記録媒体に改めるものでございます。 

  また、その他、子ども・子育て支援法の

改正に伴い、引用部分を改めるなど、所要

の改正を行うものでございます。 

  なお、施行期日は令和６年４月１日とし

ています。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい
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たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第10「第11号議案 豊能町立留守家

庭児童育成室条例改正の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  それでは、第11号議案、豊能町立留守家

庭児童育成室条例改正の件につきまして御

説明いたします。 

  議案書の21ページを御覧ください。 

  提案理由につきましては、吉川小学校内

に留守家庭児童育成室を新たに設置するた

め、所要の改正を行うものでございます。 

  議案書の22ページを御覧ください。 

  条例第１条の表に、豊能町立吉川留守家

庭児童育成室、豊能町吉川419番地の１行を

加えるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は令和６

年４月１日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第11「第12号議案 豊能町国民健康

保険条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  それでは、第12号議案、豊能町国民健康

保険条例改正の件につきまして提案理由の

説明をいたします。 

  本件につきましては、全世代対応型の持

続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴いまして、所要の改正を行うものでござ

います。 

  それでは、Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓの議案書

23ページから28ページ、議案概要の32ペー

ジから48ページを併せて御覧ください。 

  今回の改正の主な内容につきましては、

平成20年３月に廃止され、以後経過措置と

されていた退職被保険者等の規定を削除す

るもの、後期高齢者支援金等に係る保険料

の賦課限度額を現行20万円から22万円に引

き上げるもの、保険料の被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の減額措置における被

保険者の所得判定基準について、５割減額

の基準につきましては被保険者数に乗ずる

金額を29万5,000円に、２割減額の基準につ

いては被保険者数に乗ずる金額を54万5,000

円に引き上げるもの、また、大阪府国民健

康保険運営方針に基づき、保険料賦課額算

定時の端数調整や納期に関する規定を府内

統一基準とするものでございます。 

  附則といたしまして、この条例の施行は

令和６年４月１日といたします。 

  また、経過措置といたしまして、この条

例による改正後の豊能町国民健康保険条例

の規定は令和６年度以後の年度分の保険料

について適用し、令和５年度以前の年度分

の保険料についてはなお従前の例によるも

のといたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第12「第13号議案 豊能町介護保険

条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第13号議案、豊能町介護保険条例改正の

件につきまして提案理由の説明をいたしま

す。 

  今回の改正は、第９期介護保険事業計画

期間であります令和６年度から令和８年度
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までの３年間について、介護保険の適正な

運営を図るため、第１号被保険者の介護保

険料率を改定するとともに、介護保険法施

行令の一部を改正する政令による介護保険

法施行令の改正に伴い、所要の改正を行う

ものでございます。 

  それでは、Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓの議案書

29ページから31ページ、議案概要の49ペー

ジから52ページを御覧ください。 

  まず、第７条第１項に定めております保

険料率の期間を令和６年度から令和８年度

までに新たに改めるものでございます。 

  次に、同じく第７条第１項の各号につき

まして、第１号から順に各所得段階に応じ

た保険料を定めておりますが、これまで12

段階としていたところを13段階と細分化す

るものでございます。これは、国が示す標

準段階が９区分から13区分に見直されたこ

とを踏まえて行うものでございます。 

  概要の右側の表を御覧ください。 

  令和６年度から令和８年度までの保険料

率をお示してございます。 

  なお、表中の括弧内に記載しているとこ

ろは改定前の内容となってございます。 

  区分を細分化いたしましたのは、第11段

階の区分で、これまで基準所得金額を600万

円以上1,000万円未満としていたところを、

600万円以上800万円未満の区分と800万円以

上1,000万円未満の区分に細分化してござい

ます。 

  各所得段階における保険料率につきまし

ては、表の右側の列に記載しているとおり

でございますが、国の標準料率については、

低所得者層の第１段階から第３段階まで係

る割合は引き下げ、所得の高い第10段階か

ら第13段階までに係る割合はより高い設定

とされたことに伴い、本町における各所得

段階の乗率及び保険料率につきましても設

定を行ったものでございます。 

  基準額となります第５段階の保険料率に

つきましては、これまで年額６万6,594円で

あったところ６万2,004円に引き下げ、率に

して約マイナス6.9％の改定率となり、月額

に直しますと、これまでの月額は5,550円、

改定後の月額は5,167円と改定いたします。

また、低所得者層への公費による軽減措置

の軽減幅が引き下げられたことにより、本

町におきましても軽減幅を引き下げました

が、改正後における軽減後の乗率が改正前

の軽減後の乗率を上回らないよう調整いた

します。軽減後の保険料率等は、それぞれ

概要右側の下の表のとおりでございます。 

  なお、この条例は令和６年４月１日から

施行するものといたします。 

  また、経過措置といたしまして、改正後

の豊能町介護保険条例第７条の規定は令和

６年度以降の年度分の保険料から適用し、

令和５年度以前の年度分の保険料について

はなお従前の例によるものといたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第13「第14号議案 豊能町指定居宅

介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例改正の件」を議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第14号議案、豊能町指定居宅介護支援事

業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準を定める条

例改正の件につきまして、提案理由の説明

をいたします。 

  今回の改正は、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準等の
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一部を改正する省令による指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準の

改正に伴い所要の改正を行うものでござい

ます。 

  それでは、Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ議案書の

32ページから37ページ、議案概要の53ペー

ジから59ページを御覧ください。 

  今回の主な改正内容といたしまして、基

本報酬における取扱い件数との整合性を図

りながら、業務効率化を進めて人材を有効

活用するための人員基準を定めるもの、身

体的拘束等を行ってはならないこと及びや

むを得ず行う場合の記録を義務付けるもの、

また、これまでも規定されていた重要事項

の掲示について、原則としてウェブサイト

にも記載することなどを定めるものでござ

います。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

令和６年４月１日から施行するものといた

します。 

  また、経過措置といたしまして、この条

例の施行の日から令和７年３月31日までの

間、この条例による改正後の豊能町指定居

宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例第26条第３項の規定の適用

につきましては、同項中指定居宅介護支援

事業者は原則として重要事項をウェブサイ

トに記載しなければならないとあるのは削

除といたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第14「第15号議案 豊能町消防団員

等公務災害補償条例改正の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは、第15号議案、豊能町消防団員

等公務災害補償条例改正の件につきまして

御説明申し上げます。 

  議案書の38、39ページ、議案の概要資料

並びに新旧対照表を併せて御覧ください。 

  提案理由でございますが、非常勤消防団

員等に係る損害補償の基準を定める政令の

改正に伴い、損害補償の算定の基礎となる

補償基礎額等を政令で定める基準と同様に

改正するものでございます。 

  条例の改正内容について御説明いたしま

す。 

  第５条第２項第１号及び別表では非常勤

消防団員の補償基礎額を改定するもので、

改定後の補償基礎額は団長及び副団長につ

いては10年未満が１万2,500円、10年以上20

年未満が１万3,350円、20年以上は変更はあ

りませんが１万4,200円となります。分団長

及び副分団長については10年未満が１万800

円、10年以上20年未満が1万1,650円、20年

以上が１万2,500円となります。部長、班長

及び団員については10年未満が9,100円、10

年以上20年未満が9,950円、20年以上が１万

800円となります。 

  また、第５条第２項第２号では消防作業

従事者等の補償基礎額の最低額を改定する

もので、最低額を9,100円に引き上げるもの

でございます。 

  附則としまして、この条例は令和６年４

月１日から施行するものでございますが、

改正後の条例の規定は、令和６年４月１日

以降に支給すべき事由の生じた損害補償並

びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る傷病補償年金等について

適用するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 
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○議長（永並 啓君） 

  日程第15「第16号議案 豊能町宅地造成

等規制法関係事務手数料条例を廃止する条

例」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  それでは、第16号議案、豊能町宅地造成

等規制法関係事務手数料条例を廃止する条

例の件につきまして御説明させていただき

ます。 

  議案書の40ページを御覧ください。 

  豊能町宅地造成等規制法関係事務手数料

条例を廃止する条例を次のように定めるも

のでございます。 

  提案理由ですが、宅地造成等規制法の改

正に伴い、大阪府建築都市行政事務に係る

事務処理の特例に関する条例が改正され、

豊能町域の事務を大阪府が処理することと

なったため条例を廃止するものでございま

す。 

  それでは、本条例の内容について御説明

申し上げます。議案書41ページを御覧くだ

さい。 

  豊能町宅地造成等規制法関係事務手数料

条例を廃止するものでございます。 

  なお、附則第１項におきまして施行期日

を令和６年４月１日と定め、附則第２項で

は経過措置として、宅地造成等規制法の一

部を改正する法律の規定により、改正前に

宅地造成法規制法の許可を受けた宅地造成

工事の許可の申請に係る手数料については

なお従前の例を適用可能とするものでござ

います。 

  説明は以上です。御審議賜り御決定いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第16「第17号議案 豊能町奨学資金

条例を廃止する条例」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  それでは、第17号議案、豊能町奨学資金

条例廃止の件につきまして御説明を申し上

げます。 

  議案書の42ページを御覧ください。 

  提案理由は、国、大阪府及び支援団体等

による奨学資金貸付制度があり、奨学資金

の貸与を希望する者の需要に応じた制度が

多数整備されており、町が実施する奨学資

金制度の利用者が減少傾向にあるため、条

例を廃止するものでございます。 

  議案書の43ページを御覧ください。 

  豊能町奨学資金条例を廃止する条例、豊

能町奨学資金条例を廃止するものでござい

ます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

令和６年４月１日から施行するものとし、

また、経過措置といたしまして、この条例

の施行の際、現にこの条例による廃止前の

豊能町奨学資金条例の規定に基づく奨学金

の貸与を受けているものにつきましては、

廃止前の条例第２条及び第６条から第13条

までの規定につきまして、この条例の施行

後もなおその効力を有することとするもの

でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第17「第18号議案 令和５年度豊能

町一般会計補正予算（第10回）の件を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  それでは、第18号議案、令和５年度豊能
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町一般会計補正予算の件につきまして、そ

の提案理由の御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の３ページを御覧く

ださい。 

  令和５年度豊能町一般会計補正予算（第

10回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ3,641万7,000円を増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ81億1,716万円とするものでございます。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、４ページから６ページまでの「第

１表 歳入歳出予算補正」に記載のとおり

でございます。 

  第２条といたしまして繰越明許費の補正

でございます。 

  ７ページから８ページを御覧ください。 

  「第２表 繰越明許費補正」に記載のと

おり、住民税均等割のみ課税世帯等支援給

付金給付事業から光風台小学校改修事業に

つきましては、年度内に事業が完了する見

込みがないため繰り越しするものでござい

ます。 

  次に、第３条といたしまして、債務負担

行為の補正でございます。 

  ９ページを御覧ください。 

  「第３表 債務負担行為補正（変更）」

に記載の各事業につきましては、いずれも

事業費が確定したため減額するものでござ

います。 

  次に第４条といたしまして地方債の補正

でございます。 

  10ページから11ページを御覧ください。 

  「第４表 地方債補正」に記載のとおり

でございますが、追加と変更がございます。 

  追加でございますが、11．ＡＩオンデマ

ンド交通実証実験事業債につきましては、

令和５年度５月補正予算に計上しておりま

すＡＩオンデマンド交通実証実験事業につ

きまして、地方債を新たに発行するもので

ございます。 

  12．上水道補助事業債につきましては、

令和５年度当初予算に計上しております上

水道補助事業につきまして、地方債を新た

に発行するものでございます。 

  次に変更でございますが、１．地域公共

交通基本構想推進事業債につきましては、

特別交付税の措置が受けられることとなり

ましたので地方債の発行を取りやめるもの

でございます。 

  次の２．農地中間管理機構関連農地整備

事業債から10．体育施設整備事業債につき

ましては、事業費が確定したことなどによ

りそれぞれ減額と増額を行うものでござい

ます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして御説明申し上げます。 

  最初に歳出について御説明を申し上げま

す。 

  20ページをお開きください。 

  今回の補正につきましては、事業費の確

定に伴う不用額の減額と歳入の確定に伴う

財源振替を行いますが、それら不用額と財

源振替の説明は省略いたしますので御了承

願います。 

  款２．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費の１．人件費事業でございます

が、任期満了に伴います教育長の退職手当

及び普通退職者等６名分の退職手当を補正

するものでございます。 

  同じく７．基金管理事業でございますが、

令和５年度普通交付税の再算定により、臨

時財政対策債償還基金費で算定された普通

交付税を町債管理基金へ積み立てるもので

ございます。 

  21ページを御覧ください。 

  目６．企画費の11．住民税均等割のみ課

税世帯等支援給付金給付事業でございます
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が、物価高騰などの影響を受けている住民

税均等割のみ課税世帯に対し10万円を給付

し、支援を行うための費用を補正するもの

でございます。 

  項２．徴税費、目２．賦課徴収費の１．

町税課税事業でございますが、令和６年度

税制改正に伴う定額減税対応業務の増と、

森林環境税課税対応業務の入札差金の減に

よるものでございます。 

  22ページを御覧ください。 

  項３．戸籍住民基本台帳費、目１．戸籍

住民基本台帳費の２．戸籍事務等窓口事務

事業でございますが、住民基本台帳法の改

正に伴い、住民票、戸籍附票へ氏名のふり

がなを記載することとなったため、その対

応に係る費用を補正するものでございます。 

  23ページを御覧ください。 

  款３．民生費、項１．社会福祉費、目１．

社会福祉総務費の２．国民健康保険特別会

計事業勘定繰出金事業でございますが、国

民健康保険基盤安定に係る費用を補正する

ものでございます。 

  同じく17．低所得者の子育て世帯支援給

付金給付事業でございますが、物価高騰な

どの影響を受けている、同一世帯内に児童

がいる住民税非課税世帯や、住民税均等割

のみ課税世帯に対し、児童一人当たり５万

円を給付し、支援を行うための費用を補正

するものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  15ページへお戻りください。 

  款12．地方交付税、項１．地方交付税、

目１．地方交付税、節１．地方交付税の１．

普通交付税でございますが、実績確定に伴

い普通交付税を増額するものでございます。 

  款16．国庫支出金、項１．国庫負担金、

目１．民生費国庫負担金、節１．社会福祉

総務費国庫負担金の１．国民健康保険基盤

安定繰入金国庫負担金でございますが、歳

出のところで御説明申し上げました国民健

康保険特別会計事業勘定繰出金事業に係る

国庫負担金でございます。 

  16ページを御覧ください。 

  項２．国庫補助金、目１．民生費国庫補

助金、節１．社会福祉総務費国庫補助金の

８．低所得者の子育て世帯支援給付金事業

費国庫補助金、同じく９．低所得者の子育

て世帯支援給付金事務費国庫補助金でござ

いますが、歳出のところで御説明申し上げ

ました低所得者の子育て世帯に対する給付

支援に係る国庫補助金でございます。 

  目４．教育費国庫補助金、節１．事務局

費国庫補助金の４．児童虐待防止対策等支

援事業費国庫補助金でございますが、予算

措置済みの人件費に係る国庫補助金でござ

います。 

  目５．総務費国庫補助金、節３．企画費

国庫補助金の２．住民税非課税世帯等支援

給付金事務費国庫補助金でございますが、

事務費の確定に伴い追加交付される国庫補

助金でございます。 

  同じく４．住民税均等割のみ課税世帯等

支援給付金事業費国庫補助金、５．住民税

均等割のみ課税世帯等支援給付金事務費国

庫補助金でございますが、歳出のところで

御説明申し上げました、住民税均等割のみ

課税世帯に対する給付支援に係る国庫補助

金でございます。 

  節４．戸籍住民基本台帳費国庫補助金の

１．社会保障・税番号制度システム整備費

国庫補助金でございますが、歳出のところ

で御説明申し上げました住民基本台帳法改

正に伴う住民票及び戸籍附票への氏名のふ

りがなの記載対応に係る国庫補助金でござ

います。 

  17ページを御覧ください。 

  款17．府支出金、項１．府負担金、目２．
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民生費府負担金、節１．社会福祉総務費府

負担金の１．国民健康保険基盤安定繰入金

府負担金でございますが、歳出のところで

御説明申し上げました、国民健康保険特別

会計事業勘定繰出金事業に係る府負担金で

ございます。 

  18ページを御覧ください。 

  款20．繰入金、項１．基金繰入金、目１．

財政調整基金繰入金でございますが、今回

の補正による財源調整として１億2,453万

9,000円を減額するものでございます。 

  次に、目５．退職手当基金繰入金でござ

いますが、歳出のところで御説明申し上げ

ました、職員の退職手当に係る基金繰入金

でございます。 

  19ページを御覧ください。 

  款23．町債でございますが、10ページか

ら11ページの「第４表 地方債補正」で申

し上げたとおりでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御決定賜りますようお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第18「第19号議案 令和５年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第３回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第19号議案、令和５年度豊能町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算の件につき

まして提案理由の説明をいたします。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内補正予算書の３ペ

ージをお開きください。 

  令和５年度豊能町国民健康保険特別会計

事業勘定補正予算（第３回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

の予算の総額にそれぞれ86万6,000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ27億2,000万4,000円とするものでござい

ます。それでは、今回の補正内容につきま

して、歳出より御説明申し上げます。 

  ９ページをお開きください。 

  上段の款３．国民健康保険事業費納付金、

項１．医療給付費分、目１．一般被保険者

医療給付費分、下段の項２．後期高齢者支

援金等分、目１．一般被保険者後期高齢者

支援金等分、また、10ページの項３．介護

納付金分、目１．介護納付金分につきまし

ては、歳入における国民健康保険基盤安定

繰入金の保険料軽減分が増額となったため、

財源振替を行うものでございます。 

  次に款９．予備費、項１．予備費、目１．

予備費の86万6,000円は、国民健康保険基盤

安定繰入金の保険者支援分が増額となった

ため、これを財源とし、予備費を増額する

ものでございます。 

  歳出は以上でございます。 

  続きまして、歳入を御説明申し上げます。 

  ８ページを御覧ください。 

  款１．国民健康保険料、項１．国民健康

保険料、目１．一般被保険者国民健康保険

料のマイナス636万7,000円は、国民健康保

険基盤安定繰入金が増額となったことによ

る財源調整のため減額するものでございま

す。 

  款６．繰入金、項１．他会計繰入金、目

１．一般会計繰入金の723万3,000円は、国

民健康保険基盤安定繰入金の増額分で、保

険料軽減分と保険者支援分の合計でござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第19「第20号議案 令和５年度豊能

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）の件」を議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第20号議案、令和５年度豊能町後期高齢

者医療特別会計補正予算の件につきまして、

提案理由の説明をいたします。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内補正予算書の３ペ

ージをお開きください。 

  令和５年度豊能町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ2,524万5,000円を増

額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ

６億7,318万5,000円とするものでございま

す。 

  それでは、今回の補正内容につきまして、

歳出より御説明申し上げます。 

  ９ページを御覧ください。 

  款２．後期高齢者医療広域連合納付金、

項１．後期高齢者医療広域連合納付金、目

１．後期高齢者医療広域連合納付金の2,524

万5,000円は、歳入における後期高齢者医療

保険料の増額に伴い、後期高齢者医療広域

連合納付金の額が増額となるため、補正を

行うものでございます。 

  歳出は以上でございます。 

  続きまして、歳入について御説明申し上

げます。 

  ８ページを御覧ください。 

  款１．後期高齢者医療保険料、項１．後

期高齢者医療保険料、目１．特別徴収保険

料の2,351万2,000円は、特別徴収保険料の

収入が当初の予定を上回る見込みであるた

め、増額するものでございます。 

  同じく目２．普通徴収保険料の 173万

3,000円は、普通徴収保険料の収入が当初の

予定を上回る見込みであるため、増額する

ものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第20「第21号議案 令和５年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第

５回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第21号議案、令和５年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定補正予算の件につきまし

て、提案理由の説明をいたします。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内補正予算書の３ペ

ージをお開き願います。 

  令和５年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第５回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ9,537万6,000円を増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ27億2,431万6,000円とするものでござ

います。 

  第２条といたしまして、繰越明許費の補

正でございます。 

  ６ページを御覧ください。 

  「第２表 繰越明許費補正」の記載のと

おり、介護保険システム改修事業につきま

して、年度内に事業は完了する見込みがな

いため繰り越しを行うものでございます。 

  それでは、今回の補正内容につきまして

歳出より御説明申し上げます。 

  11ページをお開きください。 

  款１．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費につきましては、介護保険シス

テム改修国庫補助金が交付されることによ

る財源振替でございます。 

  次に款５．基金積立金、項１．基金積立

金、目１．介護給付費準備基金積立金、

9,537万6,000円は、令和４年度の介護保険

料余剰分を基金に積み立てるものでござい
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ます。 

  歳出は以上でございます。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。 

  ９ページを御覧ください。 

  款３．国庫支出金、項２．国庫補助金、

目６．介護保険事業費国庫補助金の160万円

は、今年度実施いたしました介護保険シス

テム改修に係る国庫補助金でございます。 

  次に、款６．繰入金、項１．一般会計繰

入金、目４．その他一般会計繰入金のマイ

ナス160万円は、介護保険システム改修国庫

補助金が交付されることによる財源調整の

ため、国庫補助金と同額を一般会計繰入金

から減額するものでございます。 

  続きまして、10ページを御覧ください。 

  款８．繰越金、項１．繰越金、目１．繰

越金の9,537万6,000円は令和４年度決算に

おける繰越金で、先ほど歳出で申し上げま

した基金積立金の財源となるものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  この際、議場換気のため暫時休憩いたし

ます。25分といたします。再開後は、令和

６年度豊能町一般会計予算の件の提案理由

の説明から行います。 

（午前11時13分 休憩） 

（午前11時25分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続きまして日程第21「第22号議案 令和

６年度豊能町一般会計予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  それでは、第22号議案、令和６年度豊能

町一般会計予算の件について御説明を申し

上げます。 

  フォルダ内の予算のフォルダを御覧いた

だけますでしょうか。 

  まず、一般会計の予算の件でございます。

予算書の９ページを御覧ください。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額を83億5,500万円と定めるものでござい

ます。これは町長選挙を控えた前年度の骨

格予算と比べまして17億9,500万円、率にし

て27.4％の増となります。 

  予算の款項の区分、金額は、11ページか

ら17ページの「第１表 歳入歳出予算」に

記載のとおりでございます。 

  次に、第２条といたしまして継続費でご

ざいますが、18ページを御覧ください。 

  「第２表 継続費」に記載のとおり、地

方自治法第212条第１項の規定により継続費

を設定するものでございます。 

  小中一貫校施設整備事業でございますが、

総額を32億3,099万5,000円とし、年割額は

令和６年度が12億9,239万8,000円。令和７

年度が19億3,859万7,000円と定めるもので

ございます。 

  西地区の小中一貫校施設整備工事につき

まして、令和６年度から令和７年度にかけ

て行う予定をしており、継続費の設定を行

うものでございます。 

  次に、第３条といたしまして、繰越明許

費でございますが、19ページを御覧くださ

い。 

  「第３表 繰越明許費」に記載のとおり、

地方自治法第213条第１項の規定により、繰

越明許費を設定するものでございます。 

  庁舎等修繕事業、第５次豊能町地域福祉

計画策定事業について、年度内に事業が完

了する見込みがないため繰り越すものでご

ざいます。 
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  次に、第４条といたしまして、債務負担

行為でございます。 

  20ページを御覧ください。 

  「第４表 債務負担行為」に記載のとお

り、地方自治法第214条の規定により債務負

担行為を設定するものでございます。 

  万博推進事業から校務支援システム更新

事業までの12の事業について、債務負担行

為の期間及び限度額を定めるものでござい

ます。 

  次に、第５条といたしまして地方債でご

ざいます。 

  21ページを御覧ください。 

  「第５表 地方債」のとおり、21ページ

の1．農地中間管理機構関連農地整備事業債

から、23ページの12．臨時財政対策債まで

の12の事業について、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法を定めるものでござい

ます。 

  ９ページへお戻りください。 

  第６条といたしまして一時借入金でござ

います。最高額を５億円と定めるものでご

ざいます。 

  次に、第７条といたしまして歳出予算の

流用でございますが、給料、職員手当及び

共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

は、同一款内での各項間の流用ができるこ

とを定めるものでございます。 

  それでは、当初予算の概要について、ま

ず歳出から御説明を申し上げます。なお、

事業の内容につきましては、別冊の当初予

算説明資料に掲載しておりますので、説明

は省略させていただきます。 

  予算書の29ページを御覧ください。 

  款の予算額が前年度と比べ増減の大きい

ものについてその主な要因を申し上げます。 

  款１．議会費は１億959万円で、対前年度

146万2,000円の減でございます。これは、

議員共済等の減が主な要因でございます。 

  款２．総務費は11億178万7,000円で、対

前年度２億9,100万6,000円の増でございま

す。これは、基幹系システムの標準化対応

に伴う業務委託料の増や、退職手当の増な

どが主な要因でございます。 

  款３．民生費は22億4,633万1,000円で、

対前年度１億1,152万円の増でございます。

これは大阪府後期高齢者医療広域連合への

負担金の増や、子ども医療費助成の扶助費

の増などが主な要因でございます。 

  款４．衛生費は７億4,856万4,000円で、

対前年度１億6,358万8,000円の減でござい

ます。これは、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業の減や猪名川上流広域

ごみ処理施設組合への負担金の減などが主

な要因でございます。 

  款６．農林水産業費は１億5,523万4,000

円で、対前年度2,858万9,000円の増でござ

います。これは森林整備事業、地域計画策

定事業などの業務委託料の増が主な要因で

ございます。 

  款７．商工費は2,162万1,000円で、対前

年度1,013万9,000円の増でございます。こ

れは、指定沿道賑わい創出支援事業補助金

の増や企業誘致事業の物件使用料の増が主

な要因でございます。 

  款８．土木費は５億6,764万3,000円で、

対前年度１億2,485万9,000円の増でござい

ます。これは道路舗装事業や希望ケ丘多目

的トイレ設置費用の増が主な要因でござい

ます。 

  款９．消防費は４億5,387万5,000円で、

対前年度4,323万5,000円の増でございます。

これは、箕面市への消防事務委託に係る負

担金の増と、切畑分団消防ポンプ車更新費

用の増が主な要因でございます。 

  款10．教育費は23億4,928万5,000円で、

対前年度13億6,860万円の増でございます。

これは、西地区の小中一貫校施設整備事業
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の増が主な要因でございます。 

  款11．公債費は５億8,190万5,000円で、

対前年度2,001万8,000円の減でございます。

これは、平成15年度に借入れを行った臨時

財政対策債の償還完了による減が主な要因

でございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  27ページを御覧ください。 

  歳入においても、款の予算額が前年度と

比べ増減が大きいものについてその主な要

因を申し上げます。 

  款１．町税は15億854万9,000円で、対前

年度１億1,654万円の減でございます。これ

は個人所得税の定額減税の減と、固定資産

税の減によるものでございます。 

  款２．地方譲与税から款10．地方特例交

付金まで及び款12．交通安全対策特別交付

金は、いずれも令和５年度の決算見込み額

や大阪府の予算額などから算定したもので

ございます。 

  次に、款11．地方交付税は29億3,651万

9,000円で、対前年度１億6,451万9,000円の

増でございます。これは国の地方財政計画

を参考に、令和５年度の決算見込み額から

算定し増を見込んだものでございます。 

  款13．分担金及び負担金は5,085万2,000

円で、対前年度348万3,000円の増でござい

ます。これは保育所の保育料などの増によ

るものでございます。 

  款14．使用料及び手数料は5,530万6,000

円で、対前年度402万5,000円の増でござい

ます。これはユーベルホール使用料などの

増によるものです。 

  次に28ページを御覧ください。 

  款15．国庫支出金は10億6,788万8,000円

で、対前年度４億8,294万6,000円の増でご

ざいます。これは、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業の減と、学校施設

環境改善交付金の増などによるものでござ

います。 

  款16．府支出金は４億3,509万8,000円で、

対前年度1,349万5,000円の増でございます。

これは、ため池防災減災事業の増と、後期

高齢者医療保険基盤安定繰入金に係る負担

金の増などによるものでございます。 

  款19．繰入金は５億5,161万2,000円で、

対前年度３億6,837万円の増でございます。

これは財政調整基金繰入金が対前年度３億

4,465万6,000円の増、退職手当基金繰入金

が対前年度2,318万6,000円の増となったこ

となどによるものでございます。なお、基

金の充当先につきましては別冊の当初予算

説明資料８ページに記載しておりますので

御参照願います。 

  款22．町債は10億800万円で、対前年度７

億9,661万円の増でございます。これは、小

中一貫校施設整備事業債の７億2,830万円の

増と、司令業務共同運用事業債の7,110万円

の増などが主な要因でございます。なお、

地方債残高見込み額は、予算書164ページに

記載しておりますので御参照願います。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第22「第23号議案 令和６年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定予算の件」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  それでは、第23号議案、令和６年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定予算の件

につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内、予算書の169ペー

ジをお開き願います。 
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  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ 25億 3,163万

6,000円と定めるものでございます。 

  第２条は、地方自治法第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額

22億円と定めるものでございます。 

  第３条につきましては、地方自治法第220

条第２項ただし書きの規定により、歳出予

算の各項の経費の金額を流用することがで

きるものにつきまして定めたものでござい

ます。 

  それでは、内容につきまして、歳出から

主なものにつきまして御説明申し上げます。 

  予算書は186ページ、予算説明資料は219

ページをお開き願います。 

  予算書の186ページにございます款１．総

務費、項１．総務管理費、目１．一般管理

費の２．国民健康保険事務事業の1,747万

7,000円は、国民健康保険事業運営に係る事

務経費でございます。 

  次に、187ページにございます目２．連合

会負担金の60万3,000円は、大阪府国保連合

会との電算処理に要する経費及び連合会へ

の負担金でございます。 

  下段の項２．徴収費171万5,000円は、保

険料の賦課徴収事務に係る経費でございま

す。 

  次に、188ページの下段から193ページの

上段までは保険給付費でございます。 

  188ページから189ページにかけましては、

款２．保険給付費、項１．療養諸費の15億

1,594万2,000円は、対前年比5.2％の減とな

りますが、被保険者数の減少などを勘案し

予算計上してございます。 

  また、189ページから190ページにござい

ます款２．保険給付費、項２．高額療養費

の２億1,147万6,000円は、前年度比2.8％の

減となり、こちらも被保険者数の減少など

を勘案し予算計上しております。 

  次に、193ページから195ページの款３．

国民健康保険事業費納付金でございますが、

これは大阪府が決定し、本町に割り当てら

れた額を納付金として大阪府に納めるもの

でございます。令和６年度につきましては、

医療給付費分、後期高齢者等分、介護納付

金分の合計６億8,698万4,000円で、前年よ

り4,632万7,000円の減額となっております。 

  次に、195ページから196ページの款４．

保健事業費、項１．特定健康診査等事業費

でございますが、これは医療保険者に義務

付けられております生活習慣病予防に対す

る特定健診と保健指導に係る経費でござい

まして、3,639万4,000円を計上してござい

ます。 

  続きまして、199ページを御覧ください。 

  款７．諸支出金、項２．繰出金の826万2、

000円でございますが、国保診療所施設勘定

特別会計への繰出金で、特別交付金として

大阪府より交付される額を繰り出すもので

ございます。 

  歳出については以上でございます。 

  続きまして、歳入の主なものを御説明申

し上げます。 

  お戻りいただきまして179ページを御覧く

ださい。 

  款１．国民健康保険料の５億3,011万

8,000円は、対前年度比7.6％の減となりま

すが、被保険者数の減少などを勘案し予算

計上してございます。 

  なお、本町の保険料率につきましては、

令和６年度より大阪府統一保険料率に統一

されることとなってございます。 

  次に、181ページの款５．府支出金、項１．

府補助金、目２．保険給付費等交付金の18

億369万6,000円は、保険給付費等に対して

の交付金でございます。 

  これは、被保険者数の減少などにより、

保険給付費の総額が減少しているため、前
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年度より7,755万2,000円の減となっており

ます。 

  続きまして、182ページを御覧ください。 

  款６．繰入金、項１．他会計繰入金、目

１．一般会計繰入金の１億7,133万1,000円

は、保険基盤安定繰入金や地方交付税に算

入される分などを一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第23「第24号議案 令和６年度豊能

町国民健康保険特別会計診療所施設勘定予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第24号議案、令和６年度豊能町国民健康

保険特別会計診療所施設勘定予算の件につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内、予算書の209ペー

ジを御覧願います。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ9,404万2,000円

と定めるものでございます。 

  第２条は、地方自治法第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額

は5,000万円と定めるものでございます。 

  それでは内容につきまして歳出から主な

ものを御説明申し上げます。 

  予算書、予算説明資料とも221ページを御

覧ください。 

  予算書の221ページから222ページにござ

います款１．総務費、項１．総務管理費、

目１．一般管理費の２．診療所管理運営事

業の590万4,000円は、診療所の運営管理に

要する経費でございます。 

  次に、223ページから224ページにござい

ます款２．医療費の2,419万6,000円は、診

療に要する各種検査や歯科技工等の委託料

及び医薬品、また内科歯科電子カルテ用コ

ンピュータのシステム保守等の経費でござ

います。 

  歳出は以上でございます。 

  続きまして歳入の説明を申し上げます。

お戻りいただきまして217ページを御覧くだ

さい。 

  款１．診療収入、項１．外来収入の4,184

万7,000円でございますが、令和４年度より

606万円の増額としてございます。これはコ

ロナ禍による受診控えの回復が進んだこと

も踏まえ、令和５年度の決算見込みを参考

に収入の増額を見込んだものでございます。 

  次に219ページを御覧ください。 

  款４．繰入金、項１．繰入金の4,705万

1,000円は、一般会計から3,878万9,000円、

また、へき地診療所施設の運営補助等とい

たしまして国民健康保険特別会計から826万

2,000円をそれぞれ繰り入れするものでござ

います。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第24「第25号議案 令和６年度豊能

町後期高齢者医療特別会計予算の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第25号議案、令和６年度豊能町後期高齢

者医療特別会計予算の件につきまして提案

理由の御説明を申し上げます。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内、予算書の235ペー

ジをお開き願います。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の
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総額は、歳入歳出それぞれ７億 3,287万

1,000円と定めるものでございます。 

  それでは、内容の主なものにつきまして

歳出から御説明申し上げます。 

  予算書は247ページ、予算説明資料は222

ページを御覧ください。 

  予算書の247ページから248ページにござ

います款１．総務費は、医療に係る事務と

保険料徴収事務に係る事務経費でございま

す。 

  次に248ページの款２．後期高齢者医療広

域連合納付金の７億2,222万3,000円は、保

険料徴収分等を広域連合に納付する負担金

でございます。 

  歳出は以上でございます。 

  続きまして、歳入の主なものについて御

説明申し上げます。 

  お戻りいただきまして243ページを御覧く

ださい。 

  款１．後期高齢者医療保険料は、特別徴

収、普通徴収を合わせまして、６億4,246万

4,000円の収入を見込んでございます。 

  244ページを御覧ください。 

  款３．繰入金、項１．一般会計繰入金、

目２．保険基盤安定繰入金は、法令に基づ

く保険料軽減額相当分を保険基盤安定繰入

金として7,975万7,000円を計上してござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第25「第26号議案 令和６年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定予算の件」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  第26号議案、令和６年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定予算の件につきまして提

案理由の説明をいたします。 

  Ｓｉｄｅｂｏｏｋｓ内、予算書の253ペー

ジを御覧ください。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ25億82万4,000円

と定めるものでございます。 

  第２条といたしまして、地方自治法第235

条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は１億円と定めるものでござ

います。 

  また、第３条につきまして、地方自治法

第220条第２項ただし書きの規定により、歳

出の予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができるものにつきまして定めたもので

ございます。 

  それでは、内容につきまして歳出から主

なものを御説明申し上げます。 

  予算書の271ページ、予算説明資料は223

ページを御覧ください。 

  予算書の271ページから272ページにござ

います款１．総務費、項１．総務管理費、

目１．一般管理費の２．介護保険事務事業

857万8,000円は、介護保険事業運営に係る

事務経費でございます。 

  次に、273ページを御覧ください。 

  項３．介護認定審査会費、目１．認定調

査等費の1,319万円は、主治医意見書作成の

手数料や要介護認定調査の業務委託料等に

係る経費でございます。 

  また目２．介護認定審査会共同設置負担

金の1,740万円につきましては、池田市、能

勢町、豊能町の１市２町によります介護認

定審査会の負担金でございます。 

  次に、275ページから281ページの上段ま

では保険給付費でございますが、合計額に

記載されております262ページを御覧くださ

い。 

  款２の保険給付費でございますが、現在
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作成中の令和６年度から令和８年度を対象

とする第９期介護保険事業計画における推

計値に基づきまして22億4,559万円を計上し

てございます。 

  次に、282ページから288ページの上段ま

では地域支援事業費でございますが、こち

らも合計額が記載されてございます262ペー

ジを御覧ください。 

  款４．地域支援事業費の１億7,361万

1,000円は、介護予防日常生活支援総合事業

や自立支援に重点を置いた地域包括支援事

業及び地域包括支援センターの運営に係る

経費を計上してございます。 

  また、新たな事業といたしまして保健福

祉事業の実施を予定してございます。 

  予算書の288ページを御覧ください。 

  款５．保健福祉事業費、項１．保健福祉

事業費、目１．保健福祉事業費の１．独居

高齢者等見守り事業115万5,000円でござい

ます。 

  これは第１号被保険者の保険料を財源と

して実施する事業で、ひとり暮らし高齢者

等を対象とした緊急通報装置対応事業等を

改編し、新たな見守り体制を構築するもの

でございます。 

  歳出は以上でございます。 

  次に、歳入につきまして御説明申し上げ

ます。 

  予算書の263ページを御覧ください。 

  款１．保険料、項１．介護保険料、目１．

第１号被保険者保険料でございますが、歳

出で申し上げました保険給付費、地域支援

事業費及び保健福祉事業費に対する第１号

被保険者負担分に滞納繰越分を含めまして

６億2,073万4,000円を計上してございます。 

  次に、264ページを御覧ください。 

  款３．国庫支出金、項１．国庫負担金、

目１．介護給付費国庫負担金の４億4,912万

円は、歳出で申し上げました保険給付に対

する国の負担金でございます。 

  続きまして、264ページ下段から265ペー

ジにございます項２．国庫補助金は、市町

村ごとの介護保険財政の調整を行うための

調整交付金や、歳出で申し上げました地域

支援事業費に対する国の負担分、また、指

標に沿った評価に基づく交付金を含め7,804

万円を計上してございます。 

  265ページ下段から266ページにございま

す款４．支払基金交付金の６億 3,572万

4,000円は、歳出で申し上げました保険給付

費及び地域支援事業費に対する40歳以上64

歳までの第２号被保険者の負担分でござい

ます。 

  266ページ中段から267ページにございま

す款５．府支出金、項１．府負担金、目１．

介護給付費府負担金の２億8,069万9,000円、

その次の項２．府補助金の2,393万7,000円

につきましても同様に、歳出で申し上げま

した保険給付費及び地域支援事業費に対す

る大阪府の負担分でございます。 

  続きまして款６．繰入金、項１．一般会

計繰入金につきましては、目１．介護給付

費繰入金の２億8,070万円、目２．介護予防

事業費繰入金の1,361万9,000円及び目３．

包括的支援事業等費繰入金の1,031万9,000

円につきましても、歳出で申し上げました

保険給付費及び地域支援事業に対する本町

の負担分で、目４．その他一般会計繰入金

の6,954万4,000円は、介護保険事業運営に

係る事務経費を繰り入れするものでござい

ます。 

  次に268ページを御覧ください。 

  同じく目５．低所得者保険料軽減繰入金

の1,730万8,000円は、低所得者への公費に

よる保険料軽減措置に係る繰入金でござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた
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します。 

○議長（永並 啓君） 

  日程第26「第27号議案 令和６年度豊能

町下水道事業会計予算の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それでは、第27号議案、令和６年度豊能

町下水道事業会計予算の件について御説明

いたします。 

  予算書の３ページを御覧ください。 

  第１条総則では、令和６年度豊能町下水

道事業会計の予算は次のように定めており

ます。 

  第２条業務の予定量は、処理区域内人口

として１万7,670人、年間の総処理水量は

209万6,014立方メートル、１日当たりの平

均処理水量は5,743立方メートルを予定し、

主な建設改良事業ですが、管渠建設改良事

業及びポンプ場建設改良事業としておりま

す。 

  次に、第３条で定めるところの収益的収

入及び支出ですが、まず収入で、第１款の

下水道事業収益は13億736万9,000円です。

その内訳は、第１項の営業収益で２億4,347

万 2,000円、第２項の営業外収益で 10億

6,389万7,000円でございます。 

  次に支出ですが、第１款の下水道事業費

用は12億5,752万4,000円でございます。そ

の内訳は、第１項の営業費用で12億1,348万

1,000円、第２項の営業外費用で3,333万

1,000円、第３項の特別損失で971万2,000円、

第４項の予備費で100万円でございます。 

  これにより、令和６年度の単年度収支見

込みは4,984万5,000円を見込んでおります。 

  続きまして４ページを御覧ください。 

  第４条で定めるところの資本的収入及び

支出でございます。 

  まず収入ですが、第１款の資本的収入は

２億299万2,000円です。その内訳は、第１

項の企業債で１億5,500万円、第２項の他会

計負担金で2,691万3,000円、第３項の補助

金で 1,000万円、第４項の基金繰入金で

1,107万7,000円、第５項の負担金で2,000円

でございます。 

  次に支出ですが、第１款の資本的支出は

２億6,639万8,000円でございます。その内

訳は、第１項の建設改良費で１億1,162万円、

第２項の企業債償還金で１億5,459万7,000

円、第３項の基金積立金で18万1,000円でご

ざいます。 

  次に、第４条の２で、特例的収入及び支

出は、法の適用の日の属する会計年度以前

の会計年度に発生した債権及び債務として

整理する未収金を3,859万2,000円、未払金

は8,056万2,000円でございます。 

  第５条として債務負担行為で、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限

度額を定めており、令和６年度から７年度

にかけてマンホールポンプ監視システム更

新事業を5,000万円を限度として定めており

ます。 

  ５ページを御覧ください。 

  第６条企業債で、起債の目的、限度額な

どを定めております。 

  第７条では一時借入金の限度額を１億円

としております。 

  次に第８条で定めるところの予定支出の

各項の経費の金額を流用することができる

場合は、(１)として営業費用、営業外費用

と特別損失を、(２)として建設改良費、基

金積立金と企業債償還金と定めております。 

  次に第９条で、議会の議決を経なければ

流用できない経費は(１)の職員給与費とす

るものでございます。 

  次に第10条で、他会計からの補助金は下

水道事業運営のため、一般会計から１億
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5,745万6,000円としております。 

  なお６ページ以降の令和６年度当初予算

実施計画以降の説明については省略させて

いただきます。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、３月定例会議に提案された議案

の提案理由の説明は終わりました。 

  本日提案された議案は各委員会に付託さ

れております。６日の一般質問終了後に総

括質疑を行い、７日の総務建設常任委員会、

８日の福祉教育常任委員会、11、12日の予

算特別委員会において審査された後、最終

日の３月22日に採決を行います。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は午

後１時からとさせていただきます。再開後

は町政運営方針に対する質問を行います。 

（午後０時06分 休憩） 

（午後１時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  日程第27「令和６年度町政運営方針に対

する質問」を行います。 

  質問者は質問者席に登壇して質問を行っ

てください。 

  順次発言を許します。 

  質問時間は答弁を除いた15分以内としま

す。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  皆様こんにちは。 

  ６番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので、町政運

営方針に対する質問をさせていただきます。 

  ３月の一般質問の通告を早々済ませ、パ

ソコンには通告用紙、そしてタブレットを

ずっと待っていました。その24時間と20分、

長い間待って、そして、設問事項かぶった

らちょっとやりにくいなと思ったので、１

番に通告することができましたら、皆さん

の通告があんまりかぶっていない、それぞ

れかぶっていないということはすばらしい

議会だなと思いました。ただ11人全員され

ていないことを残念に思っています。15分

という短い時間なので、おおむね一問一答

で、この後は予算特別委員会、スマートシ

ティ特別委員会でさせていただきます。 

  まずは財政についてです。 

  １、単年度決算は理解しておりますが、

スマートシティ事業の欠損金をどのように

お考えなのか。議会からは１、法的手段を

持って塩川前町長の責任を明らかにする。

２、二度と繰り返さぬよう再発防止策を講

じること。を、議員12人全員の思いで提言

をしています。これは別途回答いただける

ものだと思っていますが、先日の住民監査

請求の意見陳述の中で、この欠損金を未収

金として処理すべきだということを請求人

からも監査委員さんからも指摘されたと思

います。５ページには、町税収入は減少傾

向が続いておりとあって、厳しい財政状況

がグラフも一緒に書かれております。その

点からも、この欠損金をどのようにお考え

なのか、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいましたように、住民監査

請求も出ておりますので、なんですけれど

も、未収金として扱うべきだというような

ことをおっしゃっていただいております。

それについてはまた監査のほうからも回答

を待ってということになりますが、我々と

いたしましては、今までふるさと寄附に対
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して未収金とかそういう概念といいますか、

入ってきて収入済みにするというような一

部の対応をしてございましたので、そうい

う性格のものではないと我々は思っており

ましたが、これは先ほど申し上げましたよ

うに監査請求も出ておりますので、監査請

求の監査委員が対応を待って我々も適正に

対応していきたいと思っています。よろし

くお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに細部に補足ありましたら入江部長

お願いします。 

○総務部長（入江太志君） 

  令和４年度のスマートシティ推進事業に

対して、企業から企業版ふるさと寄附金の

申出を受けまして、令和４年12月に5,000万

円の寄附がございました。２月には１億

4,518万1,000円の寄附の申出書が出されま

したが、３月末に寄附を1,000万に変更する

申出が出されまして1,000万円、寄附がござ

いました。本町としては、企業が寄附金を

１億4,518万1,000円から1,000万円に減額す

る意思を持って提出したものではないとを

認識しており、未入金の１億3,518万1,000

円につきましては、今後も引き続き企業に

寄附していただくよう働きかけていくこと

に変わりはございません。 

○議長（永並 啓君） 

  管野議員。 

○６番（管野英美子君） 

  この件につきましては12月の一般質問で

町長からコロナの給付金が補てんではない

ということを聞いておりますので、一日も

早く未収入金を入れていただくよう努力し

てください。そして１億3,518万1,000円、

どういう数字かといいますと、今、とよの

んお買い物クーポン券第２弾、一人当たり

2,000円をいただきましたが、この１億

3,518万1,000円を人口１万8,200人で割ると

約7,500円。そんなクーポンをいただきたい

ものです。ほかにも大阪一高い水道料金、

令和４年度の半年間の基本料金の減免で

6,400万円ですから、１年分の基本料金でお

釣りがくるので、シートスのバスケットゴ

ールが買える金額、ちょうどそれぐらいの

金額です。未収入金と思ってしっかりと回

収していただきたいと思います。 

  ２番目の、先日の全員協議会で報告いた

だきました財政調整基金の残高は３月末で

16億2,500万円。監査委員からも基金を取り

崩さない調整運営と指摘されていることに

ついてのお考えをお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  本町の財政状況につきましては、少子高

齢化や人口減少に伴い、主な自主財源であ

る町税の減少は続いている状況であり、普

通交付税などの依存財源の占める割合が

年々増加するなど、国の財政状況次第では

町の財政運営に大きな影響を受ける非常に

厳しい状況にあります。令和６年度の当初

予算におきましても、財政調整基金の取り

崩しを行わなければ予算が組めない厳しい

財政状況となっており、このような財政状

況の中、財政調整基金が枯渇しないよう職

員一人一人が厳しい財政状況を認識し、全

ての事業において事業の廃止縮小、あるい

は類似事業の統合など、今までの事業体系

にとらわれることなく、全ての事業を再度

精査し、基礎自治体として町が実施すべき

事業であるかを認識しつつ、財政の健全化

を目指した予算編成を行っていきたいと思

っております。また今後の財政健全化に向

けては小中一貫校の整備や公共施設再編な

どを進めていくことなどにより施設の老朽

化に伴う大規模改修費用や維持管理費など
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の経常経費の圧縮を行っていき、基金の取

り崩しを行わない持続可能な財政運営を目

指していきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  ６ページには国・府の交付金、補助金を、

また、過疎指定を受けたことによる国の有

利な交付金・補助金の活用とあります。私

も12月の議会の広報特別委員会を遅刻して

まで文化庁の補助金申請、この日が締め切

りだったので、取りに行かないと、ある学

校へ立ち寄ったという経緯があります。そ

の数日前には光風台第小学校へ私がアポな

し突撃訪問、弾丸トークでやりましょうっ

て背中を押してきて申請され、今、審査中

なんです。こうして、積極的に交付金や補

助金を申請していただきたいと思います。

ちょっと教育委員会のほうで答弁いただけ

ますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  財源不足の中、補助金の活用というのは、

豊能町の財政に資する部分に大変寄与して

いると思います。今年度につきましても、

例えば生涯学習課のほうでは、ユーベルホ

ールのいわゆるコンサート等につきまして

も国の補助金であるとか国の事業を活用す

るという方法をとっております。今後もそ

ういった情報収集に努め、補助金の活用を

していける方向で考えたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  学校現場もとても忙しいので、ぜひとも

こども未来部でまとめていただきたいなと

思います。 

  そしたら２番目の基本指針１「住民主役

のまちをつくり出す“ひとづくり”」につ

いてです。１．まちの未来につながる教育

の推進、７ページです。この質問は一般質

問にも入れてありますが、吉川中学生が光

風台小学校で学習し、保幼小中一貫教育を

できるところからスタートとあります。こ

の２年間も貴重な体験をする両学校の生徒、

児童ですが、２年後統合したときどうなる

のか、とても心配しています。近くの吉川

小学校、東ときわ台小学校すぐ近くですよ。

どうされるんですか。置いてきぼりにはな

らないのですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  令和６年度、７年度につきましては、光

風台小学校の児童と吉川中学校の生徒が光

風台小学校の校舎で一緒に生活をすること

となります。ただ、小中一貫校として開校

するわけではなく、これまでどおり小学校、

中学校それぞれで教育課程を編成すること

となります。ただ、同じ校舎で両校の児童

生徒が生活する、若しくは教職員も同じ校

舎の中で生活、教育活動を行うというとこ

ろが出てきますので、教職員につきまして

は特に施設の使用面で学校間の調整が必要

になるなど、教職員同士の交流の機会が増

加すると考えています。これを機会として

小学校の教職員、中学校の教職員が今まで

以上に連携をして、光風台小学校だけでは

なく、吉川小学校、東ときわ台小学校も含

めて、できるところから交流の機会を深め

て保幼小中一貫教育を進めていきたいと考

えております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 
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  吉川小学校の子どもたちは、水泳の授業

にシートスに来るんです。その帰りに光風

台小学校に寄って一緒に御飯を食べるとか、

そういう企画もしていただきたいなと思っ

ています。 

  次の質問です。西地区の保幼統合、８ペ

ージです。新たなこども園設置の予定です

が、以前は吉川保育所が定員いっぱいでふ

たば園に行ってくださいと言われていまし

た。これも気の毒だなと思っていましたが、

先日ふたば園は保育士が足りないという理

由で断られたということを伺いました。今

いる子どもをどう考えているのかお伺いし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  町の人口は減少が続いていますが、保育

を必要とする子どもの数は若干増加の傾向

を示しています。一方で、全国的に保育士

の数が不足しておりまして、豊能町におき

ましても保育士の確保には苦慮していると

ころでございます。さらに、保育士の配置

基準の見直しも進み、保育士不足の状況は

今後も続くものというふうに想定しており

ます。西地区におきましては新たに認定こ

ども園の設置を予定をしておりますが、そ

れまでの間につきましても保育に必要な子

どもの需要を見極めながら、吉川保育所と

ふたば園におきまして施設定員に基づく子

どもの入園所と適切な保育が実施できるよ

う、保育士の配置などの体制づくりに努め

てまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  予算書を見ていましても、ひかり幼稚園

に派遣の先生を募集しているっていうこと

も載ってありましたので、保育士の確保、

しっかりやっていただきたいと思います。 

  そして関連なので３を先にさせていただ

きます。10ページです。３．安心して子ど

もが産める環境づくり。ここ産み育てるっ

てしてほしかったなと思いました。共働き

の人が増えてきて、病児・病後児保育のニ

ーズはとても高いです。新しくこども園を

設置するに当たり、その環境づくりをして

いくのかお考えをお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  病児保育、病後児保育の実施は、安心し

て子どもが産み育てる環境づくりに際して

は重要な施策の一つであると認識しており

ます。一方で、制度構築に当たりましては、

町内に医療機関が少ないことから、医師や

看護師の配置など解決すべき課題が多く、

近隣市町との連携を含めて事業実施には至

っておりません。現在のところ、保育中の

発熱などの緊急対応であります体調不良児

対応型の病児保育事業については実施して

おりますが、病気の回復期であるため保育

所に通うことができず、お仕事の都合など

御家庭での保育が困難な場合、いわゆる病

後児保育であるとか、回復期に至らない場

合、病児保育につきましては実施できてい

ません。先ほども申し上げましたが、本町

では西地区で公私連携幼保連携型認定こど

も園の開設に向けて取り組んでいるところ

です。例えば西地区の事業者選定において

こういったことも条件とするのかどうか現

在検討しておりますが、その検討、あるい

は東地区、ふたば園での実施も含めまして、

今後、本町内で病児保育、病後児保育の事

業実施が可能かどうか、引き続き調査を進

めてまいります。 
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○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  私は病気のときぐらい保護者が寄り添う

そういう社会が理想だと思っていますが、

今はそういうわけにはいかないようです。

環境づくりをお願いしたいと思います。バ

ス３台連なって箕面森町へと運行される幼

稚園バスを見かけたことがあります。町内

にできるこども園も施策の充実した人気の

こども園になるようにと願っています。 

  戻ります。①の町内で出産できる施設は

ありません。10年ほど前に妊娠８週ぐらい

で予約をしないと市立川西病院には入院で

きない、産めないということを伺ったこと

があります。現在はどうなのか、どのよう

に他市の施設につなげていかれるのか。こ

こで産めますよという広報はできますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  まず現在の妊娠がわかった際の流れにつ

いて簡単に御説明させていただきます。 

  産婦人科やレディースクリニックなどの

医療機関のほうで妊娠が確認できましたら、

医療機関より役所での母子手帳の交付を受

けるよう案内がございます。その際に本町

では保健福祉センターにてお越しいただき

まして手帳を交付させていただいておりま

す。御指摘のとおり、本町には出産できる

施設は今のところございません。多くの場

合、母子手帳を取りに来られる場合につい

ては、御自身が妊婦健診から出産に至るま

での産婦人科やレディースクリニックなど

の医療機関を御準備されていることがほと

んどでございます。もし私どもがその前段

といたしまして、妊娠検査や健診、出産に

ついての医療機関の御相談を受ける場合に

ついては私どものほうが御案内することが

できますので、他市の施設であってもスム

ーズにつなげることが可能であると現在考

えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  産前産後、相談事業や育児訪問見守り等、

私もおうちを訪問している方を見かけたこ

とがあります。切れ目のない支援をされて

いるのはよくわかります。引き続き手厚く

支援していただきたいと思います。 

  ２に戻ります。９ページです。いつまで

も健康で、みんなが活躍するまち。もう既

に始まっている認知症の方や支援が必要な

高齢者との地域での共存、徘徊高齢者をお

うちまで送っていって行政につなげようと

してもうちは大丈夫と言われる。介護保険

運営委員会でもこのようなことをおっしゃ

っている委員がいました。地域では、若い

人はお勤めに出かけていって日中は老老介

護となっている現状があります。行政と地

域住民がどのように協力して解決に向け進

めていかれますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  本町におきましては御指摘のとおり超高

齢化でございます。今後の介護の在り方に

つきましては、現在策定中の第９期の豊能

町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の

中でも策定作業を進めているところでござ

います。その中では、地域に根ざした介護

予防の推進といたしまして、健康寿命の延

伸の取組としましては、高齢者が元気でい

きいきと自分らしい生活を送ることができ
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る地域の実現を目指し、誰もが気軽に取り

組め、かつ効果的な、現在も実施しており

ます５歳若返り教室やいきいき百歳体操を

始めとする各種事業、また地域の高齢者等

が主体的に介護予防や認知症予防に取り組

む「通いの場」の普及を引き続き積極的に

進めてまいりたいと考えてございます。ま

た、先ほどもございました現在認知症に関

わる御相談につきましては地域包括支援セ

ンターにて行ってございますが、認知症に

なっても安心して住みなれた地域で暮らせ

るまちづくりをさらに進めてまいりますた

め、御本人の生きがいにつながるような支

援や、専門職ならではの日常生活上の工夫

等の助言や家族の精神的・身体的負担軽減

につながるような効果的な介護方法や介護

に対する不安解消に係る助言を継続的に行

います伴走型認知症相談支援拠点整備事業

を実施する予定でございます。また地域住

民の皆さんの取組といたしまして、有償ボ

ランティア団体の活動におきましては、共

助の意思をもって参加した会員同士が掃除

や買い物などの家事援助のほか、特技を活

かしたサービス提供などを行い、対価を得

ながら互いのニーズに応える取組が進んで

おりますので、本町といたしましては社会

福祉協議会とも連携しながら情報交換の場

を設けるなど、団体間や私どもとの認識を

深めながら、地域住民の皆様と相互連携し

ながら介護力の向上また介護支援への取組

を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  丁寧な答弁ありがとうございました。本

当に予算委員会でその答えがほしかったか

なと思っています。 

  次の質問に行きます。 

  基本指針３「緑の中で楽しく暮らせる

“まちづくり”」についてです。住民の生

活の質（ＱｏＬ）向上を目指したコンパク

トなまちづくり。16ページです。スマート

シティ事業ではいつも住民の生活の質の向

上とおっしゃるのですが、この町政運営方

針にスマートシティという言葉が一度も出

てきません。避けて通りたいのかなとか嫌

なのかなと思ったりしていますが、お見事

です。ＡＩオンデマンド交通や見守りタグ

のことが書かれてありますのでスマートシ

ティ事業のことも聞こうと思いますが、１

番目の質問はスマートシティ特別委員会で

ちょっと深掘りしたいと思いますのでちょ

っと置いておきます。二つ目の今後のアナ

ログの作業事業をスマートシティとしてつ

なげる考えはないのかということなんです

が、実は地域では典型的なアナログの作業、

西公民館の予約制度です。もう何十年も毎

月第２火曜日の２時に並んでいます。15名

ほど今は並んでいらっしゃるそうです。一

番上に書いても優先ではないと広報されて

いるものの、下に書きにくいでしょうとい

う理由で並ばれています。私も最初は並ん

でたんですけどやめました。大体うまいこ

ととれているような感じもするんです。で

もこの予約をウェブでやろうと、課長とプ

ロジェクションマッピングで御活躍いただ

いている前の教育委員さんと、アプリかフ

リーソフトかわかりませんがシミュレーシ

ョンされていました。私もそれに乗って予

約システムを試してみたら、ようやく完了

とメールもちゃんときました。そこまでで

きているんですけども、200件までという制

約があり無理がある。こんなことがありま

した。今の企業主導でやっていた事業を令

和６年度を終えて幾つ残りますか。この先

のランニングコストを考えたらもしかした

ら一つも残らないのかもしれません。地域
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の声を受けてやるスマートシティ事業を展

開していただこうと思うんですが、令和６

年度のことを書かれてありますが、７年度

に向けてこういう準備が必要だと思うんで

すが、どのように進めていかれますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  まず上浦町長。全体的なお考えを。 

○町長（上浦 登君） 

  スマート事業について、スマートシティ

事業８事業の継続性ということだと思いま

す。全体的なことということで、今の８事

業やっておりますが、予算をお認めいただ

いた分、一旦認めていただいてない分があ

ります。それはいずれにしてもＫＰＩをや

らなければならないと思っておりますが、

委員がおっしゃいますように７年度、８年

度に続いていくもの、続いていかないもの

はやっぱりそのＫＰＩを見てその需要に応

じてこれは展開していかなければならない

かなと思っておりますので、中では取捨選

択をさせていただいて進めていくというこ

とになろうかと思いますよろしくお願いし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  今、本町だけでなく多くの自治体が直面

している課題として人口の減少がございま

す。本町におきましても人口は減少してい

きますと税収などの歳入も減り、財政規模

が縮小していくということが想定されます。

そうなりますと、人件費も抑制され、職員

数も減りマンパワーが不足しますので、将

来現在の行政サービスを維持していけない

状況になると思われます。そのような課題

を解決する手段の一つにＩＣＴ等の技術の

活用があると思います。ＩＣＴ等の技術を

活用して今行っているアナログ作業、先ほ

ど言っていただきましたアナログ作業や時

事業を効率化して行政サービスを提供する

など、少ない職員でも事務処理ができる体

制づくりを進めていく必要があると思って

おります。職員の意識改革や住民の方々へ

のデジタルデバイドの解消など、スマート

シティにつなげていけるよう、できるとこ

ろから取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  質問はこれで終わりなんですけれど、部

長の皆さんがしっかりと答えていただいて

いる、仲よくっていうか、人間関係よく仕

事なさっているなと思いました。ちょっと

嬉しく思いました。終わります。ありがと

うございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、管野英美子議員の質問を終わり

ます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

○４番（中川敦司君） 

  中川でございます。 

  今日は１年前、ちょうど町長新しく誕生

された直後の所信表明、そういった中で述

べられていたことのその後の状況、そうい

ったことを聞かせていただくというか質問

させていただくと同時に、今年のこの町政

運営方針に載っている内容、そういったこ

とについての例えば提案とか、そういった

ことを今回取り上げさせていただいており

ますので、よろしくお願いをします。 

  まず１点目でございますけども、町政運

営方針の11ページになりますが、ふるさと

納税ということで書かれておりますが、そ

の部分についての質問をさせていただきま

す。 
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  ふるさと納税、企業版ふるさと納税とい

う、先ほども管野議員のほうからも一部質

問ございましたけども、この企業版ふるさ

と納税の寄附のこの未納といいますか、こ

れが今大きな課題というか、話題というか

なってございますが、この部分については

いろいろな形で特別委員会等でもやってご

ざいますので、あえてここではちょっと伏

せておいて、この企業版ふるさと納税とい

うこの内容についてもう少し深掘りをして

ちょっと質問をしてみたいと思います。こ

の企業版ふるさと納税には、当然お金を入

れてもらう、寄附してもらうというそれ以

外に、行政機関で我々のこの役場といいま

すか役所なんかに人材を派遣してもらえる、

そのようないわゆる人材派遣型のふるさと

納税、企業版ふるさと納税というものもご

ざいます。こういったものは豊能町として

はどのようにお考えなのかよろしくお願い

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  当然企業版ふるさと納税のこの人材派遣

型につきましては、2020年、令和３年に新

しく創設された制度で、通常、企業版ふる

さと納税のように金銭のみを寄附するので

はなく、人材も派遣することによって税額

の控除が受けられる制度でございます。専

門的知識やノウハウを要する企業の人材を

自治体へ派遣してもらい、派遣の際には人

件費を含む費用を企業版ふるさと納税に関

わる寄附として納入していただきます。例

えばある企業の専門的知識を持った社員を

非常勤の職員として自治体に派遣し、地域

の課題の解決の業務に従事していただきま

す。この人材派遣には派遣人材の人件費を

含む、例えば1,000万円の寄附がされたとし

ますと寄附をした企業は900万円の税額控除

が受けられるようなことになります。この

制度の活用には、寄附の活用事業の国の認

定が必要になってまいりますので、まずは

他の自治体での活用事例や、本町でどのよ

うな事業がマッチするのかなど勉強をさせ

ていただきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  いろいろとすぐにはできないだろうみた

いな、そのような御答弁だったかと思いま

すし、またいろいろな地域の事例、そうい

ったものも研究いうか勉強していきたいと

いうそのような御答弁だったと思います。

そういった意味で一つ、これは一つの事例

になるかと思いますけども、東京都の東大

和市におきましては、企業版ふるさと納税、

この人材派遣型、この制度を実際活用され

ておるようでございまして、ある生命保険

会社、そこから人材を受け入れまして、Ｓ

ＮＳを通じた情報発信とか、あとグランド

プロモーション強化事業といいますかそう

いったものがありまして、そういったもの

に取り組んでおられるようでございまして、

先ほどの管野議員のときにもありましたけ

ども、この町では人口減少にも伴って職員

の人数も今後どんどん減少していくという

ことはもう明らかなことでございます。今

まで以上に効率よく業務いいますか仕事を

行っていく必要がございます。そのような

観点からも、このいわゆる業務改善、業務

効率のアップいいますか、いわゆる俗に言

うＤＸ、これの推進が急務と思われます。

このような観点からこのＤＸ、これを進め

ていく実行部隊として活躍してもらえる技

術者、エンジニアいいますか、そういった

ものを私はぜひともこの企業版ふるさと納
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税で募っていくべきではないかなというよ

うに思っていますけども、いかがでしょう

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  東京都東大和市の企業版ふるさと納税の

制度を活用し、生命保険会社から人材を受

け入れ行っている取組は市のホームページ

拝見して認知しているところでございます。 

  この活用の例の一つでＤＸの推進でござ

いますが、本町でも専門的な知識を有する

人材が不足していることから、本町では令

和４年度から月に２回程度、大阪府のＯＢ

の職員をデジタル専門官として任用し、職

員と連携しながら庁内のネットワークや行

政ＤＸに関しても助言をいただいていると

ころでございます。また、その任用経費に

対しても特別交付税措置がされているとい

うことでございます。この制度の活用に寄

附の活用事業の国の認定、先ほど言いまし

たが必要となってまいりますので、引き続

き東大和市での取組の実績を注視しつつ、

本町のＤＸ推進に向けてつなげていくため

の取組として勉強させていただけたらなと

思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ただいま総務部長のほうからも答弁にご

ざいましたが、大阪府のほうからＤＸのア

ドバイザー、何かそういった方を大阪府の

ほうから派遣していただいてるという、そ

のようなお話ございましたが、あくまでも

この方はアドバイザーであって、実際のい

わゆるシステム構築とかをするような方で

はないと、私はそのように認識しておるん

ですけども、その辺りいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  議員のおっしゃるとおりシステムの構築

という作業までは従事はしていないと思い

ます。なのでその辺の助言とか、そのアド

バイスを主に受けてこちらのほうもその作

業の参考にするというような形をとってい

るという状況であると思います。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そういった意味で、いわゆるＤＸのこの

アドバイザーはあくまでも助言をすると。

例えばこの豊能町の行政機関といいますか、

この中でどういったことがこのいわゆるＤ

Ｘ進めていけるのか、そういったことを見

極めていく、これやったらできるよみたい

なことをアドバイスをしてもらえる、そう

いうふうな位置づけだと私は思ってまして、

そういった意味でそういうアドバイスを受

けた後、そのアドバイスを実行に移すには

実際作業しなければならない、システム構

築という。そういうシステム構築っていう

ふうな部分になってくるとどうしてもこの

技術者が要る、エンジニアが要る。その部

分を私は今日の質問で言わせてもらってる

んですけどもね。もう一度そういった観点

で、こういうシステムのエンジニア、そう

いった人を企業版ふるさと納税とかを使っ

て人材派遣をしていくこと、そのことを私

は言ってるんだけど、その辺りどうでしょ

うか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 
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  この参考に言っていただいた東大和市の

ホームページを見させていただく中で、そ

の導入に当たり議論している会議録という

んですか、そういうのを見せさせていただ

きました。その中の委員の方がこのＤＸに

ついてもやられてる事例を参考におっしゃ

ってた、これはこの人材派遣ではないんで

すけど、企業から派遣していただいて作業

を当たっていただくことがあるという記述

がございまして、その中でやっぱりこの東

大和市も２年間の交流、派遣という形で組

んでいらっしゃるんですけど、その２年と

かの期間ではその作業がなかなか、来てい

ただいても定着しなかったという事例もあ

るので、そこは慎重に検討するべきである

というような意見もおっしゃっている事例

もございます。今回実際この作業をするに

は基本的な本町の作業を熟知しないと、な

かなかシステムだけをプログラムするわけ

ではないと思いますので、基本は委託業者

に委託をしながら作業を進めていく形にな

ると思うんですけど、そこと職員の間に入

って調整しながらプログラム組むという作

業は非常になかなか調整も非常に大変な作

業だと認識しておりますので、そこは先ほ

ど言いましたように、他の同様事例を見な

がら、本町としても導入できるかどうかい

うのはちょっと慎重に判断していかないと

いけないのかなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  いずれにしましても、近い将来、本当に

近い将来だと思いますけどね。職員の数が

減って大変になるという、そういうことは

十分に想定されますので、しっかりとこれ

からも検討をしていってもらいたいなと、

このように思います。 

  そうしましたら次の項目に移りたいと思

います。 

  次は、この町政運営方針12ページになり

ますかね。内容的には空き家バンクを通じ

て居住された方がリフォームを行う場合に

リフォーム費用の一部を補助という、その

ような文言が載ってございますかね。その

部分について少し質問をしてみたいと思い

ます。 

  まず１点目ですけども、実は令和５年の

３月、ちょうど３年前の一般質問なんです

けども、転入促進を行うため新潟県の十日

町市のいわゆるＵターン補助金とか、鹿児

島県の長島町、住宅改修補助の実例を紹介

して、豊能町での実施提案をさせていただ

いたことがございます。そういった意味で

今回のこのような制度が実現することは大

変にありがたいことやなと、このように思

っております。この制度につきましては本

年１年だけの制度なのか。もしも今年１年

だけの制度であれば、できるだけ何年間も

続けたほうが効果が出るんじゃないかなと

思うんですけども、その辺りはどうなんで

しょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  この空き家バンクのリフォーム費用の助

成でございますが、年々増加傾向にある空

き家を少しでも掘り起こそうと、令和５年

度の新規事業で家財処分補助事業を創設い

たしました。これまで３件実績があります

が、他にも相談レベルで数件の問い合わせ

があります。この空き家の掘り起こしと空

き家バンクへの登録促進に一定の効果があ

ったと思っております。今回、空き家のリ

フォーム補助金は家財道具の処分補助金と

両輪をなす事業であると考えており、家財

道具処分の補助で空き家を掘り起こし、リ
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フォーム補助で空き家を再生させて活用を

図って、転入・移住を促進していきたいと

考えています。まずは単年度の補助制度と

してスタートし、この制度が転入者の増加

につながるかなどの事業効果を踏まえて複

数年続けて実施できるよう取組を進めてい

ければと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうですね。やはりできる限りこういう

制度があれば続けていかれたほうがいいの

かなと思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

  この制度を実施するに当たっての、これ

も提案いいますか私の考えなんですけども、

やっぱり移住を促進するための制度ではあ

りますけども、やはり豊能町のメリットい

いますか、住宅が比較的安いとか、あと環

境がいいとか、そういったふうな魅力も一

緒にしっかりとセットにして発信をしてい

く、募集をかけていく、そのほうがより効

果が出る、上がるんじゃないか、そのよう

に思いますけども、どのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  リフォーム支援補助制度などの経済的メ

リットはあくまでも移住施策の一つにすぎ

ません。補助制度だけで促進が図れるとは

思っておりませんで、御質問のとおり、町

の魅力を発信することと並行して移住施策

に取り組む必要があると考えております。

これまで取り組んでいたシティプロモーシ

ョン、トヨノノリポーターなどの魅力発信

事業や、空き家バンク、住まいの相談窓口

事業などと連携しながら、少しでも本事業

を活用してもらい、移住者が増えていくよ

う取り組んでいきたいと思っております。 

  また、町の将来像を示していくことも、

これは大事かと思っておりますので、学校

再編あるいはこの学校再編については令和

８年度に、東西それぞれに義務教育学校を

開校するということで取り組んでおります

し、子育て支援施策とか、例えば企業誘致

豊能で企業を開業するとかいうようなこと

もございますので、そのようなことも含め

て周知と併せて周知をして、この制度を生

かしていきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  ぜひともこの制度成功させていってもら

いたいなと思います。町長頑張ってくださ

いね。よろしくお願いします。 

  では次の項目に移らせていただきます。

次はこの町政運営方針の14ページになりま

す。直売所「志野の里」の運営を支援しま

すという、こっからが去年のおさらいとい

うようなところになるんかなと思いますけ

ども、この内容につきましては去年、令和

５年のいわゆる１年前の施政方針に対して

の質問で、採算性を考慮の上ではあります

けども、道の駅に対して前向きな御答弁を

いただいたということでございました。今

年町政運営方針に、見ましたけども、道の

駅という言葉が全然ちょっと見受けられな

かったので、その辺りもあれかな。もう気

が変わったんかなとか、ちょっとそんなふ

うにも思ったりもしてね。そういった意味

でまだ来年とか再来年に期待しておいたほ

うがいいのか、その辺りちょっとお伺いし

ておきたいなと思いまして、よろしくお願

いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  ありがとうございます。決して諦めてる

とかそういうことではございませんでして、

令和６年度中には動かないというか、動け

るようなことではならないということで、

町政運営方針というところにはお示しをし

ておりませんが、我々としてはしっかりと

温めておりまして、議会のほうからも御提

言をいただいておることも含めて、早急に

その辺りは整理して、何か見えてくるもの

をしていきたいなと思っておりますので、

またその節はよろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  今の町長の御答弁で、令和６年度中はち

ょっとまだ述べることができないかなみた

いな感じなので、そう考えると、令和、次

は７年度に期待しといたらいいのかなとい

うふうに思いますけども、その辺りもちょ

っと期待していいですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  ありがとうございます。先ほど申し上げ

ましたように御提言いただいていることも

早急に進めて、着地点を見つけて、それで

大体形が見えてきますので、その我々に与

えられた条件の中で道の駅というものかど

うかわかりませんけど、採算性をしっかり

と見極めてつくっていきたいなと思ってお

りますのでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  やはり所信表明で触れられたことは継続

して、進捗状況も含めて、短いことでもあ

りますけれども載せていただいたほうがわ

かりいいかなと思いますんで。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  そうですね。私の言いたいことを議長も

言ってくれたような気がします。ありがと

うございます。 

  いずれにしましても、もう諦めたんでは

なかったということで、来年度に期待を込

めて、多分住民の皆さんも多分それ聞いて

安心されるんじゃないかなと思いますんで

よろしくお願いいたします。 

  そうしましたら次の質問に移らせていた

だきます。 

  次はこの町政運営方針８ページになりま

すかね。教育全般の内容にはなりますけど

も、これも昨年の所信表明、そのときの内

容の振り返りみたいな内容になりますけど

も、昨年のいわゆる施政方針演説の中に、

放課後を活用した教室の開設っていうふう

な文言がありまして、そのときに御答弁い

ただいた内容が、放課後子ども教室のよう

なものであるみたいな、そのような確か御

説明があったかと思いますが、今回、今年

この町政運営方針にはそのような内容が、

私見た限りはちょっと見当たらなかったよ

うな感じがするんですけども、その辺りも

今後に期待すべきなのかどうなのか、その

辺りの質問をさせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  放課後を活用した教室の開設につきまし

ては、今現在も各小学校区におきまして地

域学校協働活動推進員、学校コーディネー

ターさんと俗にお呼びしておりますが、を

中心に実施をしております。今後、令和８

年４月に学校再編に向けて作業を進めてお

りますが、放課後を活用した教室の開設に

つきましても、今後、令和８年４月に向け
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て、どう運営していくかにつきまして今現

在議論を進めているところでございます。

２月にも、教育委員会事務局の職員と学校

コーディネーターとで、例えば能勢町のさ

さゆり学園の放課後子ども教室であるとか、

箕面市立南小学校のサタデースクールを視

察し、その運用方法についてもしくは組織

づくりについても学んできたところでござ

います。今後、このような他市町村の先行

事例を参考に、学校コーディネーターや地

域の皆さんと連携し、豊能町版の子どもた

ちの居場所づくりについて取り組んでいき

たいと思います。 

  先ほど中川議員おっしゃられたとおり、

令和６年度の町政運営方針には記載をして

おりませんが、今現在も学校コーディネー

ターさんを中心に、来年度も引き続きこの

わくわく教室を行うとともに、今後、その

充実に向けてどういったことができるかっ

ていうのを検討してまいりたいと考えてい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  引き続きよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  あと、その質問の中で去年、いわゆる学

童っていいますか、そういったものもあり

ますけども、そういったものを一体化して

取り組んでいける制度があるよみたいなこ

とを去年言わしてもらったと思うんです。

それに対して、文部科学省が放課後児童ク

ラブと放課後子ども教室の一体化、そうい

ったものを制度として取り組んでいけるよ

うなものを設けてるというふうな話をさせ

てもらったら、今後ちょっとそういう事例

を視察してみたいという、そのようなたし

か御答弁があったように思いますが、その

辺りも併せてちょっと聞かせていただけれ

ばと思います。どうなってるのか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  教育長の森田のほうから御答弁させてい

ただきます。 

  放課後の子どもたちの時間の使い方、居

場所づくりにつきましては、一つは今、議

員御指摘がありました学童保育、留守家庭

事業等、もう一つは、今、各小学校でわく

わくというふうな名称で、４小学校でそれ

ぞれコーディネーターさんを中心に、また

ボランティアの方にお手伝いをしていただ

きながら進めておるところなんです。その

中で、例えば運動場に出て遊ぶときに、学

童の指導員さんとわくわくのほうのボラン

ティアさん、そこのところが一緒に子ども

たちの様子を見ていけるんではないかなと、

そういうようなことも考えていこうという

ようなことで議論をしておるところなんで

す。ちょっと話は変わりますけれども、こ

のわくわくのほうは。コロナの前は、例え

ば２日とか３日とか、１週間のうちに、そ

んなふうな形で実施をしていただいてたん

ですが、コロナがありましてそういう活動

も縮小をせざるを得ないというふうなこと

で、大体どこの学校も１日か２日になって

おるんです。それをやはりもとどおり、そ

してもっと子どもたちにとって充実したも

のにできないかということで、今回、先進

的な取組をされているところを見せていた

だきました。併せて、平日だけじゃなしに

土曜日あるいは休みの日、そういう中でも

やはり子どもたちの居場所づくりが必要で

はないかとということで、これはサタデー

スクールという形で見せていただきました。

なお、やはり子どもたちが好きなことをや

るということはいいことなんですけど、そ
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の中で併せて、できましたら、好きなこと

にプラスして、やはり学力のことにつきま

しても自立ノートという制度が全小学校、

あるいは全中学校で今、取組をしてますの

で、そういうことも、やっぱり勉強、その

日習ったことを自分で振り返ってやるとい

うことも併せてできないかなというふうに

思っておるところでございます。こういう

事業、国のほうの放課後子どもプランとい

う補助事業もございますので、そういうよ

うなところも活用しながら、来年度できた

ら試行ができないか、そして令和８年度か

らはそういう形が義務教育学校の中でやっ

ていけないかということを今、議論をいた

しております。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  引き続きよろしくお願いをいたします。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で中川敦司議員の質問を終わります。 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様こんにちは。 

  議長から御指名を受けましたので、７

番・公明党、永谷幸弘の町政運営方針に対

する質問を始めさせていただきます。 

  能登半島地震は１日で発生から２か月を

迎えました。お亡くなりになられた方々の

御冥福をお祈り申し上げるとともに、いま

だ厳しい避難生活を余儀なくされている被

災者の皆様に心よりお見舞いを申し上げま

す。 

  それでは質問に入ります。 

  まず初めに町政運営方針７ページの基本

指針１「住民主役のまちを作り出す“ひと

づくり”」についてでございますけれども、

９ページの２番に、いつまでも健康で、み

んなが活躍するまちの中で、一人暮らし高

齢者等の緊急通報装置貸与事業と豊能町社

会福祉協議会の緊急時安否確認（かぎ預か

り）事業を改編し、民間事業者との連携に

より、医療・介護・福祉・見守り体制のさ

らなる強化を図っていきますとございます。

まずこの具体的な内容にお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃっていただきましたのと重

複するんでございますけれども、今まで私

どもが実施しております一人暮らし高齢者

等の緊急通報装置貸与事業、御案内もあり

ました社会福祉協議会のほうでも緊急安否

確認、いわゆるかぎの預かり事業につきま

して現在も実施しているところでございま

すけれども、この事業、通報者先から御本

人の応答がない場合に、御自宅に駆けつけ

ていただく地域の協力員をお願いしてると

ころでございます。この地域の協力員の皆

様の、現在、確保がなかなか困難になりつ

つあるような実態、それとそれぞれの事業

での協力員が異なっているという場合もご

ざいまして、地域のボランティアの方々の

力に頼ることも少し限界がきてるのかなと

いうふうに感じてございます。また緊急通

報装置の貸与事業につきましては、現在Ｎ

ＴＴ回線のみしか御利用がいただけないと

いうことも課題となってございまして、こ

の両事業について一定の整理が必要であり、

今後の私どもの町を見たときに、孤独や孤

立の支援策として制度改編が必要と判断し

たところでございます。今回、現在事業者

との調整中ではございますけれども、新た
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に民間の警備会社が実施するＮＴＴ回線以

外の回線でも御利用がいただける通報装置

を利用していただくことによりまして、事

前に自宅の鍵をお預かりしたガードマン等

による緊急の駆けつけはもとより、看護師

等の資格を持つスタッフによる健康相談、

また熱中症見守りコール、災害時の緊急速

報等を行い、現行の事業より御利用いただ

ける方の範囲や利用内容が拡大を図る内容

となってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に緊急通報装置貸与事業と緊急時安否

確認（かぎ預かり）事業とをリンクさせる

意義について、この点についてお伺いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど私のほうから申し上げましたよう

に、この両事業について課題があったこと

から、二つの制度を改編し一体的な制度に

再構築をさせていただきまして、先ほども

申し上げてます民間警備会社とも連携する

ことで事業内容を向上させることができる

と、このように考えてございます。ガード

マン等につきましては、通報がございまし

て異常事態が発生してからおおむね25分以

内に駆けつけることとなってございますの

で、緊急の場合には自宅にお伺いして、お

呼びしても反応がない非常時につきまして

も、事前に鍵をお預かりしていることによ

り即座に自宅に入室し、安否等が確認でき

るメリットがあると考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。現在、緊急時安

否確認（かぎ預かり）事業は、西地区では

祥雲館、そして東地区ではのせの里で鍵を

保管しております。これを警備会社に保管

させて、緊急時に鍵を持って現場に向かう

となると、私の個人の考えというか判断な

んですけど、現在の体制よりも緊急対応に

時間を要すると考えますが、この点につい

てはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり25分以内に

駆けつけさせていただくのは、経験のある

ガードマン等が行きまして、本人の状況を

確認し、関係者はもとより救急や警察等へ

の連絡を即座に判断し実施いたしますので、

時間的な不利益についてはないものと考え

てございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に10ページの３、安心して子どもを産

める環境づくりでございますが、現在、池

田泉州銀行光風台出張所内の空きスペース

を利活用して子育て支援センターすきっぷ

を運営し、未就学児の親子が気軽に集える

集いのスペースやプレイルームの開放、ま

た各種事業で多世代が交流できるコミュニ

ティを提供するなど、子育て世代を応援し

ていきますとございますけれども、現在は

１階は子育て支援センターすきっぷを現在
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運営されておりますけれども、２階の各部

屋についてはどのような、現状使用されて

いるのか、この点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  池田泉州銀行光風台出張所の２階の２室

あるうちの手前にございます１室を利用さ

せていただいております。この部屋につき

ましては、現在のところ使用用途につきま

して、一時保育でございますとか、すきっ

ぷの事業でございます、年齢別に集まって

いただいてなかよし広場というのを実施さ

せていただいております。その他各種のイ

ベントにも利用させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。すきっぷの前に

だんでらいおんということでございました

けれども、今回、すきっぷが使用しており

ますけども、そのときから私がちょっと思

ってたことございまして、現在２階を、部

屋を使ってということで答弁ございました

けれども、この２階へ上がる階段がらせん

状階段なっておりまして、私は大変危ない

という気はずっと思っておりまして、大人

でも気をつけないと危ないなということを

感じておりますので、乳幼児に対しての安

全対策についてどのようにお考えなのかお

伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  議員御指摘のとおり、この建物の２階上

がるときにはかなり階段の落差があるよう

なものになってございます。現状こういう

な状況でございますけれども、ふだんより

御利用いただいております保護者の皆さん

につきましては、今、御指摘のとおり十分

説明をさせていただきまして、安全対策に

留意をいただくとともに、職員におきまし

ても目視による確認や声掛けを実施いたし

まして安全対策に努めているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  次に、改めまして、池田泉州銀行との契

約期間、これについてはどうなっているの

か、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  現在、池田泉州銀行との契約でございま

すが、令和８年の６月までの使用期間とな

ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  続きまして次にいきますが、10ページの、

留守家庭児童育成室においては入室希望児

童が増加したため必要な備品を購入し環境

を整備します。また、吉川留守家庭児童育

成室を開設し保育の充実を図っていきます

とございますけれども、この具体的な内容

についてお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、吉川小学校の留守家庭児童育成室

の児童は東ときわ台小学校育成室の所属と

なっていますが、17時まで、午後５時まで

は吉川小学校の校舎で過ごし、17時以降に

東ときわ台小学校の育成室に移動をしてお

ります。次年度は吉川小学校育成室の児童

が増加するため新たに吉川小学校に育成室

を設けるもので、備品につきましては主に

吉川小学校、あと東ときわ台小学校が育成

室が吉川小学校と分割になるということで、

吉川小学校と東ときわ台小学校に備品を購

入するものでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  留守家庭児童育成室の事業内容につきま

しては、放課後児童の健康管理また安全確

保、情緒の安定等ですね。また遊びの活動

への意欲と態度の形成、また遊びを通して

の自主性、社会性、創造性を培うこと。放

課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭へ

の連絡、家庭や地域での遊びの環境づくり

への支援。その他放課後児童の健全育成上

必要な活動になるというふうに私は認識し

ております。なお、育成室開設に当たって

様々な課題もあると考えております。そこ

で３点質問いたします。 

  １点目につきましては支援員の確保のめ

どについてですね。２点目は帰宅時の安全

確保の方法について。３番目は育成室での

けが等の場合の学校の協力体制について。

この３点についてお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  まず１点目の支援員の確保につきまして

です。先ほど申し上げましたように、現在

も17時までは吉川小学校の中で運営をして

おります。その吉川小学校で勤務されてい

るそのままの人員を中心に確保する予定で

現在作業を進めております。 

  ２点目の帰宅時の安全確保の方法でござ

いますが、児童の帰宅につきましては原則

として保護者の方にお迎えをお願いしてお

ります。したがいまして保護者の方によっ

て安全を確保できておりますので、安全に

ついては基本的にできているというふうに

考えております。 

  ３点目の育成室でのけがなどの場合、学

校との協力体制でございます。簡単なけが

などにつきましては育成室で対応しており

ますが、場合によっては学校の養護教諭に

御協力をお願いしている場合もございます。

万が一それでも対処できない場合につきま

しては救急による対象ということで進めて

おるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  続きまして16ページ、基本指針３番、

「緑の中で楽しく暮らせる“まちづくり”」

について質問いたします。 

  その中で、住民の生活の質を向上を目指

したコンパクトなまちづくりでございます

けれども、実証運行を終えたＡＩオンデマ

ンド交通についても検証を進めながら、新

たな交通モードを組み合わせることによる

人流増加を目指し、さらなる交通需要増大

の仕掛けをつくっていきますとございます

が、この具体的な内容についてお伺いいた

します。 
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○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  地域公共交通は生産年齢人口の減少やコ

ロナの影響により利用者が減少しておりま

す。また町内のバス路線は全て赤字の状況

であり、昨今運転手不足も相まって、今後

バス路線の減便廃止などが懸念される状況

です。こうした中いかに移動利便性の向上

と人流の増加を図るのか。ＡＩオンデマン

ド交通はこうした課題を解決するために令

和４年度に無償実験、令和５年度には有償

実験で運行を実施いたしました。運行の検

証は今後進めていきますが、新たな交通モ

ードであるＡＩオンデマンド交通と鉄道や

路線バスなどこれまでの公共交通とうまく

組み合わせることで交通利便性が高まり、

併せて町の魅力を高める取組を進めること

で、公共交通の利用者が増え、将来に向け

て安心できる移動サービスが提供できるの

ではないかと考えております。ＡＩオンデ

マンド交通が公共交通の利便性促進になれ

ば路線網全体の安定的な経営につながるこ

とから、持続可能な公共交通の維持につな

がるよう前向きに取り組んでいきたいと考

えております。ここでいう交通の仕掛けで

ございますが、まだ現在そういうＡＩオン

デマンドもまだこれからの検証でございま

すので、まだこれといった形にはなってお

らないんですが、先般も交通事業者との意

見交換もを重ねており、その中でこのオン

デマンドと鉄道、路線バスを組み合わせた

取組を今後図りながら、利便性向上の形を

つくっていきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  次に17ページの下から４行目にございま

す町道の老朽化した舗装について、点検結

果をもとに策定した舗装個別施設計画に基

づき、計画的に更新を行うことで交通の円

滑化を図っていきますとございますけれど

も、通常の道路ということであれなんです

けども、私は次に歩道なんですね。町内の

歩道についてはどのようなお考えをされて

いるのか、この点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町が管理してます町道、まず車道部の

ことをちょっとお話させてもらいますが、

現在の劣化状況が悪い箇所から点検を行い

まして、順次、舗装の打ち替えを行ってお

る状態でして、これらは全て舗装点検に基

づいて、町政運営方針にも書いてます舗装

の個別施設計画を策定し、国の交付金など

を活用しながら、舗装修繕を行っておると

いうところです。 

  議員御質問の歩道についてですけども、

こちらについては現在国の交付金対象等で

はないため、財政的な面から、その歩道の

全面的な舗装打ち替えについては難しいと

考えております。ただ、歩道部において劣

化の激しい箇所がございましたら、予算の

範囲の中で部分舗装、パッチ舗装と呼んで

ますが、それで現在対応しておるというと

ころです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  一般質問におきましても歩道等について
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質問を行う予定しておりまして、これを追

求していくと一般質問できませんので、こ

れをもって町政運営方針に対しての質問を

終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で永谷幸弘議員の質問を終わります。 

  議長換気のため暫時休憩いたします。再

開は２時30分といたします。 

（午後２時16分 休憩） 

（午後２時30分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  大阪維新の会、才脇明美でございます。 

  議長に指名されましたので、町政運営の

質問をさせていただきます。 

  上浦町長就任され、ちょうど１年。公共

施設再編、ダイオキシン問題、学校問題な

ど課題が山積している中で12の新事業を展

開されたことは大変うれしいことでござい

ます。そして特にとよのんの商品券、紙で

いただきましてとてもうれしかったです。

使い勝手がよかったです。めったに食べれ

ない牛肉が食べれたことは家族全員喜んで

おりました。皆様、ありがとうございまし

た。 

  では16ページの基本指針、「緑の中で楽

しく暮らせる“まちづくり”」について。

１、住民の生活のクオリティ向上を目指し

たコンパクトなまちづくりについてです。

10年先を見据えての町内での暮らしの中で、

人工知能ＡＩや情報通信技術ＩＣＴを活用

しながら、誰もが快適で暮らしを豊かにす

るための取組が必要であると記されていま

す。交通の利便性の向上が町にとって大き

な課題の一つです。町民が町外に流出する

のは交通の便が悪いからだと思っておりま

す。自然豊かで緑が多い。子育てするには

絶好の豊能町なのになぜ引っ越していくん

でしょう。特に東地区では顕著であります。

定住できないのは交通問題が大きいと考え

ます。年少者、これから増えていく免許証

返納高齢者、交通難民といいます。公共交

通が近くにない、最寄りバス停まで行くの

に大変な方々を移動弱者といいます。これ

らを解決するためにはどのような取組が必

要だとお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

  最初に全体的な話でよろしくお願いしま

す。 

○町長（上浦 登君） 

  御答弁させていただきます。 

  交通施策っていうのは私の中では一番難

しい施策だと考えてございまして、職員に

も常々交通施策が一番難しいと申しており

ます。といいますのは行政だけではできな

いということで、そこに交通事業者がおら

れるということと、それからそこに利用者

の数といいますか利用者がなかなかそこで

マッチングしていかないということも含め

て難しいかなと思っております。今、議員

がおっしゃいますようにまちづくりの根幹

が公共交通ということでございます。でき

るだけきめ細やかに公共交通を張り巡らせ

るというのが行政であり、公共交通を担う

会社の方々だと思っておりますが、まずは

御利用いただくということが大事だと思っ

ておりまして、御利用いただきますと減っ

ていた便も増えていくというようなことが

ありますので、そのところは御利用いただ

くということがまず第一。それから、その

基幹、メインの公共交通機関にどのように

サブで結んでいくかというのが我々行政の
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知恵の出しどころではないかと思っており

ますので、引き続き皆様のお力添えをいた

だいて、何とか公共交通の維持に努めてい

けたらと思っているところでございますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  自家用車の運転できない学生や免許を返

納した高齢者など、公共交通手段の確保の

必要性を考えますと、公共交通の果たす役

割が今後ますます大きくなると認識をして

おります。他方、路線バスの実際の乗降者

数は減少傾向となっており、今後乗降者数

の減少によるサービスの低下が懸念される

ところでございます。持続可能な公共交通

の維持のためにはまずは既存の広域路線バ

スの維持確保に努め、町内移動に関しては

それを補完するデマンドタクシーの利用の

促進を図りながら、東地区・西地区それぞ

れの移動ニーズに対応した、誰もが円滑に

移動できる環境の整備に向け取組を進めて

いきたいと考えております。そうした考え

のもと、交通事業者との意見交換も図って

情報交換等も図っておるところでございま

す。本町の公共交通を守っていくため、双

方知恵を出し合って交通利便性の向上をさ

せる取組をしていきたいと思っております。

そうした取組には、この御質問にあるＡＩ、

ＩＣＴ技術の活用など、事業の効率化・省

力化が図ることも必要ではないかと考えて

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  私どものほうは、高齢や障害者というこ

とで移動に制約がある方についてのお話さ

せていただきたいなと思ってます。 

  この方たちには公共交通ではカバーでき

ない福祉的な有償運送の対策、対応が求め

られるということは理解してございます。

現状といたしましては、皆さん御存じのと

おり、在宅高齢者等の外出支援事業という

形で町所有の２台の車両、「おでかけくん」

や、本事業に登録されているタクシー会社

や介護タクシー、また福祉車両での有償運

送を実施している事業者とともに、福祉有

償運送として事業を展開しているところで

ございます。現在この事業平成15年から開

始いたしまして約20年を経過してございま

す。今後も私ども町の状況も注視しながら、

この実施内容については検討してまいりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  交通問題は一般質問でもさせていただき

ます。 

  私、子どもが３人おりますけど、子ども

のお友達が希望ケ丘の子なんですけど、お

ばちゃん議員になって、何もせんでええか

ら交通だけして、交通だけ頑張ってなって。

いや何にも、あとせんでええからってみた

いなこと、交通、交通、交通と、顔を見た

ら交通って言われております。 

  また東地区の問題で恐縮なんですが、私

が切畑に嫁いで、30年前ですが、条件とし

てパートナーの親との同居、そして運転免

許証を所持しているか、所持していなかっ

たら取ってくださいと。私は持ってました

けどね。取ってくださいと。旧村のほとん

どがこれ条件の一つでした。警察学校みた

いですね、免許証が要るっていうのは。釈

迦に説法ですが時代は変わっています。今

は親との同居なんてあり得ない。一昔二昔

前は同居していたから交通問題も家族で支
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え合っていました。しかし今は時代の流れ

で、交通問題などの支えはなくなってしま

っています。この豊能町、田舎を好んで住

んでいる方、また田舎に憧れて住んでこら

れた方。何度も言いますが、時代が流れ、

家庭環境、生活環境も変わってきておりま

す。これらも鑑みて、交通難民、移動弱者

のことを考えていただきたいのです。 

  それで、無人タクシーの導入も並行して

考える価値があると思います。日本ではホ

ンダとアメリカゼネラル・モーターズと組

んで無人タクシーサービスの準備を進めて

いるようです。2026年には東京都内で事業

をスタートさせる予定だということですが、

無人タクシーを必要とされているのは都会

より既にドライバー不足に悩んでいるこの

地方、特に過疎地域になっている中山間地

帯、この地域であると私は思っております。

自動運転による事故に不安がある。歩行者

もあるのなら、歩行者も自動車も少ないこ

の中山間地域なら、事故の危険性も減ると

考えております。豊能町はオンデマンド交

通が導入され、町民もスマート化された交

通システムは耳なれしておりますし、なれ

出しているはずです。基本指針３、10年先

を見据え、ＡＩやＩＣＴの活用しながら、

誰もが快適で暮らしを豊かにするために、

自動運転、無人タクシーで交通問題を考え

るときがきたのではないかと思いますがい

かがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今、議員おっしゃられましたように無人

タクシーでございますが、外国、アメリカ

とかは例えばそういうＡＩを導入してそう

いうような取組をされている。国内でも実

証的に無人のバスか車両か何かを運行して

いるところも何か聞いたことにあるように

思います。今現在、ライドシェアとかは、

人例えば地元の方がドライバーとしてまず

登録して、ドアツードアに近いような形で

運行されている。当然、既存のバス事業者

が撤退したようなエリアでそういう取組を

されてるというところは聞いたことござい

ます。ただ、先ほど言いました安全性の面、

御指摘もありましたが安全性の面とか、あ

るいはドライバーの技能の問題とかありま

すので、なかなかそこにいくまでにはまだ

少々いろいろな課題を解決することが必要

かなと思ってます。その先に自動運転です

か。自動運転になりますともうドライバー

乗っておりませんので、非常にその安全性

の高度なレベルでの安全の確保が必要とな

ってくると思います。本町の場合は、確か

に人口は減少、東地区は人口少のうござい

ますが、山間部であり、あるいは道が狭い

道も多ございます。なので、そこまで自動

運転でそれを運行していけるかというのは

まだ多分多くの課題を克服しないと、ある

いは費用面でも国等の支援をいただかない

と、なかなかその運行は課題があるのでは

と思っておりますので、まず公共交通、事

業者を交えた公共交通の利便性向上から意

見を知恵を出し合って、自動運転までいく

にはまだその次の次ぐらいの多くの課題が

あるのかなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ２点目の質問です。基本方針２「未来の

活力を生み出す“しごとづくり”」につい

て、14ページの地域経済を循環させるにつ

いてです。 

  農業従事者の高齢化や後継者不足問題の

解決策として、農業の担い手を育成するこ
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とを目的に、豊能町内で就農を目指すとよ

の就農支援塾は大いに成果があり、卒塾生

の40％は町内で就農しています。塾生は１

年間の研修と、１年間６万円の研修費用を

町に払い、やっとの思いで準農家の資格を

得ました。大いに成果はもうありますが、

もっともっと成果を上げてほしい。この全

員がなぜ就農しないのか、できないのか。

問題点は多々ありますが、まず、耕作地の

マッチングができない。生産物を商品にす

る場所。洗い場、施設ですね。そういうと

ころがない。余談ですけど、就農支援の方、

大阪市内からマンションに住んで来られて

ます。ニンジンを収穫しました。その人参

を洗うのに洗う場所がない。ニンジンを自

分のマンション、エレベーターでマンショ

ンに上がって洗ってまた持って降りてくる。

ニンジンやったらまだましやった。ニンニ

クのときだったそうです。ニンニクときは

もうエレベーターが臭くてしょうがない。

これは二度としたらあかんなと。そういう

洗う施設が欲しい。そしてそれをビニール

袋に入れる場所が欲しい。ある人はこの軽

バンに乗ってきて、夏、クーラーをかけて

軽バンの中で袋詰めをしてたと。そういう

施設が欲しいという課題点があります。ち

ょっと余談になりましたけど。そして移住

地を求めておられます。皆さんは町内に移

住したいという人がほとんどです。単身の

方もおられますので、その方は小さい家で

もいいと言っておられます。間借りしてで

もいいと言っております。こういう今の現

状なんですけどどうお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  私のほうからは、卒塾生の耕作地、作業

場などの対応に関してということでお答え

いたします。 

  卒塾性に対する耕作地への対応というこ

とは、先ほど議員のほうからもありました

とおり、本町の場合、平成29年度から令和

４年度までに54名の卒塾生がおられまして

そのうち、24名、約44.4％ですけども、の

方が就農しておるというところですが、こ

れまでその本町が農地所有者と耕作希望者

の間に入りまして、議員もお話があったと

おり、その都度マッチングして、成立の見

通しが立ったものから中間管理機構を通じ

て利用権設定を行っておるというところで

す。ただ、議員のほうからもありましたと

おり、支援塾卒塾生の町外の耕作者につき

ましては、作業場だけではなくて農機具用

の農業用倉庫とか駐車スペースとかトイレ

等の確保が問題となっておるというところ

です。これらの対策としましては、令和６

年度に各地区で地域の農業を維持するため

に地域計画を策定することとなっておりま

して、その支援塾塾生などを新たな担い手

の位置づけと定めまして、一定まとまった

農地で集約できる地域があれば、作業場の

整備等も含め議論ができるものと考えてお

るところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この件につきましては明日一般質問でま

たさせていただきますが。そして農業用機

械の購入、費用の一部助成も、とてもとて

もありがたく思っております。農業をする

には家電用品のように様々な機械が要りま

す。そして、まして米作りなど夢のまた夢

のようだと言っておられます。機械が高過

ぎてですね。ここで就農者が困っている、

大きな機械が必要とされる場合、または草

刈りが行き届かない場合、農家さん派遣の
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ような取組をしてはどうでしょうか。今、

この現在、豊能町の農業従事年齢、従事者

は、あと五、六年は派遣で仕事をしてくれ

はるん違うかなと考えます。これは今する

ことだと思います。農業機械を持って、ト

ラクターの機械を持って耕してあげるとか、

機械を持って、機械で作業をしてあげる、

機械が買えない、購入ができないんですか

ら、そのように考えてみてはどうでしょう

か。令和７年５月にはコメリもできる予定

ですよね。豊能町は農業にも今以上に力を

入れて発展しなければならないと考えます

が、いかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の、農業機械持込の人材派遣

についてですけども、現在の民間のほうで

行っております農作業の受託という内容に

ついてお話させてもらいます。この農作業

の受託についてなんですが、例えば一例で

いいますと大阪北部のＪＡのほうで農作業

受託事業を現在実施しております。また農

協以外でも野間口地区農業共同施設利用者

組合で、農機具の賃貸借だけではなくてオ

ペレーター付きで受託事業として現在実施

しております。ただ、利用される方が極め

て限定されておりまして、これまで積極的

な広報は行ってきておりませんでしたが、

御相談があればこれまでは紹介してきたと

いうところです。以上から、この農業用機

械持込の人材派遣については民間で受け皿

がございますので、町としてはそちらを御

紹介させていただくということで、今後は

しっかり広報のほうをしていきたいと考え

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  今おっしゃいました受託、ＪＡがしてる。

それはＪＡの組合員でないと借りれないん

です。それで皆さん困っておられるんです。

農協の組合員ですね。それに豊能町、ほか

の市内とか京都から来られてますので、こ

この北部農協の準組合員にはなれない。私

もちょっと調べましたけど、はっきりした

規定はないらしいんですけど、ちょっとハ

ードルが高いみたいです。またその辺もま

た一般質問で今後やっていきたいと思いま

す。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で才脇明美議員の質問を終わります。 

  次に秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  秋元です。よろしくお願いいたします。 

  この町政運営方針も、それからまた当初

予算も見させていただきまして、改めて本

当に高齢化に大変な費用かかってくという

実態とともに、ここにいたら私先ほど32年

前のこと触れましたけれども、至る間にシ

ートスとかユーベルとか、それからいろい

ろな施設ができてました、人口増加に向け

て、今度逆にこれからの豊能町に向けてこ

れをどのように縮小していくか、公共施設

ですけども、そういった事業も抱え、なお

かつそれこそ30年後には7,000人、3,500に

なるんじゃないかっていう中でどのように

人口を増やしていくかということが私は本

当に豊能町にとって、大きな、理事者にと

って大変頭の痛い問題だと思いますので、

そういう方面から質問させていただきたい

と思います。 

  今回につきましては、人口減、触れませ

ん。人口これ以上減らさないためには高校
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生の定期が必要じゃないかと同僚の議員も

質問してましたけど、それについての取組

は書いてあったのでうれしいなと思いまし

た。 

  それから空き家を活用した人口増に向け

た施策ですけど、これについても先ほど中

川議員も触れてまして、非常に私としては

期待が持てるって変な言い方かな。町の取

り組みの真剣さをすごく感じました。ぜひ

進めていただきたいと思いますけれども、

ただ、この空き家のリフォームのほうです

けど、何点かちょっと教えていただきたい。

方針的に確認したいことがございますので、

今回質問に上げさせていただきました。 

  具体的な基本姿勢の１の４にあります12

ページですけども、空き家の利活用に向け

て三つの取組を述べていらっしゃいますよ

ね。うち空き家リフォームについては、こ

れは先の12月議会で、私自身、香川県の小

豆島の取組を紹介させていただきました。

ただ、香川県の小豆島の取組と、ちょっと

豊能町の取組と違うところもありますし、

その点含めて質問させていただきます。 

  町政運営方針では、空き家バンクを通じ

て移住された、居住された方がリフォーム

を行う場合に、リフォームの費用の一部を

補助するとしていますが、この対象となる

のは空き家バンクに登録された売り物件、

それと賃貸、どちらもですか。それとも、

こっちだけとかあっちだけとか、まずそこ

をお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  空き家リフォーム補助につきましては予

算成立後に要綱等で細部を規定していく必

要があると考えますが、現段階で補助対象

として空き家バンクに登録している物件を

購入又は賃貸され居住する移住世帯を想定

しております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  賃貸わかるんですけど、購入する人も、

確認いたしますけれども、購入される方に

対しても、要するにリフォームの補助、購

入した後にしてくださるということですね。

という場合です。どちらにしても購入して

も賃貸しても最低こんだけは住んでほしい

と。はい、リフォームしました、来年さよ

ならではちょっと困っちゃいますので、そ

ういった条件的なものもきちっと考えてい

らっしゃると思うんですよね。これについ

てはいかがですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  リフォーム完了後３年以上継続して本町

に居住する意思のある方を対象に考えてお

ります。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ３年以上っても中にはどうにもやむを得

ない事情で２年とかってあると思います。

そういうときにどうするかってことはやっ

ぱり今後きちっと考えてください。これは

今ここでどうこうじゃなくて考えていただ

きたい。 

  それで対象になるリフォームの箇所とい

うのは、30万円だったかな、今回。どの辺

りになるんでしょうか、お尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  対象工事として想定しておりますのは、

安全性、居住性又は機能性の維持向上のた

めに行う修繕補強、間取り等の変更等のリ

フォーム工事を想定しております。ちょっ

と具体的に申しますと、御質問で書かれて

いらっしゃるような台所、トイレ、風呂場

など水回り、ガスなどの住宅設備、機器の

設置工事、床や壁等の張替えなどの内装工

事、あるいは屋根、外壁などの外構などの

外構の工事、照明あるいは照明や電話イン

ターネットのケーブルテレビなどの配線工

事、ガレージや物置等の設置工事などを補

助対象として想定をしているところでござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ということは対象はかなり広いというこ

とで、この中で御自身の中で30万円ででき

る範囲は町のほうが援助しますよというこ

とかと思うんですが、私この場合は、豊能

町の業者の方を優先すべきだと思いますし、

小豆島は確か限定してました。業者は町内

の業者って。これについては、もしお考え

があるならお聞かせください。今後の検討

でしたらそれで結構です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町といたしましても地域経済の活性化及

び地域雇用の促進を図る観点から、町内業

者に対応していただくほうが現在望ましい

と考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  またそこもよろしくお願いします。お考

えください。 

  それで先ほど、賃貸と売り物件と両方っ

て話だったんですけども、売り物件はわか

るんですよ。要するに何がわかるかってい

うと、完全に住む方の所有物になるから。

どんなリフォームしようとその人に任せた

らいいんですけども、これ賃貸となった場

合、もちろん所有者がいるわけですよ。こ

の人の望まないというのかな、知らない間

に勝手にされていたってことがあったらま

た大変なことになっちゃいますので、この

場合は、手順的にはこうしようというふう

な、もう、そういった案内があるんですか。

それともこれこれからですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  手順の御質問ですが、まだこの件につい

てはこれから詰めていきたいと思っており

ます。ただ、賃貸の場合のリフォームにつ

きましては当然所有者の承諾は必要かと思

っておりますので、どのような改修工事を

されるかいうのは出てこないとわからない

かもしれませんけど、その内容については

所有者が了解の上、リフォームを進める必

要があるのではと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  賃貸で先ほども言いました、その全てガ

ス整備やら何やらかんやらと全部やって、

それで後々になって、何でこんなになった

んだというふうなことは絶対起きたらまず

いので、これ本当に双方合意のもとに、ど
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ういうふうに進めていくかってことはきち

っと今後も考えていただきたいです。これ

をお願いして終わらせていただきます。 

  それで同じリフォームの費用の補助でも

小豆島の場合は空き家所有者に向けた制度

ですよね。要するに空き家所有者が町の制

度使って自分の家をリフォームして、誰か

借りてくれるのを待てばいいという制度だ

ったんですけど、こっちは違いまして、空

き家バンクを通じて借りた、買った方を対

象にしてますので、せっかくの制度、まず

は何が大事だって空き家バンクに登録件数

が少ないとちっとも活かされない。例のご

とく、昨日３月３日現在調べたら、空き家

バンクの登録件数は、売り物件が３件、賃

貸１件、かなり寂しい状況なんですよね。

やっぱり本当に促進を図っていくには、去

年スタートをさせました家財道具の撤去補

助制度ですか。あれをまず充実させていく

こと、必要があるんじゃないかと。まず、

この空き家バンクの充実に向けてこの制度

というのは、今言いましたように、家財道

具の撤去のほうですよ。去年は確か５枠だ

ったと思いますけど、その枠を広げたか何

か、何かしらのこの充実策みたいのは今回

考えられましたでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  空き家バンクのリフォーム補助金は、家

財道具処分の補助金と両輪をなす事業であ

ると考えております。家財道具処分補助で

空き家を掘り起こし、リフォーム補助で空

き家を再生させて利用を図り、転入移住の

促進をしていきたいと考えております。住

まいの相談窓口との意見交換の際にリフォ

ームに関する相談も多いと聞いております

ので、転入者のニーズはあるものではない

かと考えているところでございます。令和

６年度の予算でも家財道具の補助の予算で

ございますが、50万円ほど計上しておりま

す。想定件数は上限10万円としました５件、

今３件ほどの実績があると担当から聞いて

おりますので、それも引き続き併せて継続

的に実施して、リフォーム補助の制度が有

効活用されるように努めていきたいと思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  繰り返しますけども、せっかくの新しい

制度、リフォーム制度、まず空き家の登録

件数が少ないと何もなりませんので、私に

言わせたらまた今回も５件と、もっと10件

ぐらい、10枠ぐらい増やしてもいいんじゃ

ないかと逆に思いますので、今後ちょっと

検討してみてください。 

  それで、ちょっとここにあります、説明

書のほうではこれは住まいの相談窓口を運

営しってなってんですけども、この事業ね。

住まいの相談窓口に、既に相談窓口を運営

し、町がですね、というふうなことでこの

補助金制度のことに触れてんですけども、

当初予算説明書ですよ。住まいの相談窓口

というのは、私はふるさとおこし協議会に

委託してるものとばっかり思ってたんです

が、町が運営してるっていうような理解し

ていいのかな。ちょっとこのことを確認さ

せてください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  住まいの相談窓口でございますが、議員

御指摘のとおり、ふるさとおこし協議会、
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そこに依頼しておりますので、町が運営し

ているということも、委託ですので実施主

体は町という形になろうかと思いますので、

現在のところはふるさとおこし協議会に委

託をしておるという状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  もうこれも一つの要望かもしれませんけ

ど、住まいの窓口の話はそれでいいです。

今回も空き家のことを調べると、空き家、

ホームページですよ、空き家って入れると、

インデックス見つかりませんでした。下に

何か出てきます、いろいろ制度のことが。

そこ行くと、この住まいの相談窓口とか行

くんですけども、先ほど触れましたけど、

同僚の議員たちが豊能町の魅力の発信をや

ってかないとだめだろうと。こういう空き

家の一つでも、入れたらインデックス見つ

かりませんでしたってのも本当正直言って

何なのっていう気持ちになりますので、こ

の辺りも十分考えてください。これはこれ

で終わらせていただきます。 

  次に、簡単なんです。基本指針の３にあ

ります、緑の中で考える、暮らせるまちづ

くりの中の何ページかなこれ。次の話なん

ですけど、17ページです、ごめんなさい。

学校施設等跡地利用の活用についてのこと

を触れてますね。17ページで。これ読ませ

ていただきますけど、義務教育学校開校に

より、令和８年３月に閉校となる学校施設

等跡地利用の活用については、住民の皆様

と意見を交換しながら学識者云々って書い

てあんですけども、その前のページの、公

共施設につきましてはここにさらに住民ア

ンケートやワークショップって出てるんで

すね。それは公共施設と学校施設違うかも

しれないけど、単純にこの２点は行政の進

め方が違うと思っていいですか。私はなぜ

学校のほうにも住民のそのアンケートやら

そういうものをやらないのかなっていう疑

問から、公共施設はちゃんとそういう対応

してるのはなぜかなって疑問が出てきまし

たので、とても単純な質問ですので、単純

に答えてくださったらお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘の公共施設再編と、この学校

の跡地の考え方の進め方でございますが、

御指摘のとおりこの進め方には違う、異な

った進め方を現在考えております。学校施

設につきましてはもう、特に西地区につき

ましては、吉川中学校で一貫校を整備しま

すので小学校は空いてくることが確実かな

と見込まれますので、空いてくることがほ

ぼ確実視されるますので、その辺りの検討

を今回検討委員会を立ち上げて利活用を図

っていく形で考えておるというところでご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  利活用を考えていくのに住民のアンケー

トとかワークショップってのは要らないっ

て、そこを考えてないっていう理由を知り

たいんです。だから、もう施設はこれとこ

れとこれと決まってるから、いや、そこま

では要らないと思ってますっていう、何か

そういうふうな答弁いただけるのかなと思

ってたんで。運営委員会と組織の検討組織

が違うのはわかりますよ。その中身のこの

進め方、結論に至るまでのその進め方が何

で両者こういうふうに、片や住民アンケー

トとかワークショップと触れながら、もう

片方はそれが触れてないのかな。住民の皆
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様と意見交換をしながらさらっと流れてる

ところがちょっと理解できなかったので。

また別の機会でもいいんですけどこれは。

もしお答えできるもんでしたらお答えくだ

さい。もしあれでしたら後でいいです。私

はどちらかというと、そういうふうにして

いただきたいなって思いで今回質問させて

いただくつもりでおります。なので、もし

くんでいただければ別に答弁は結構です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  議員おっしゃっておりますように、その

公共施設再編ときにも一応検討委員会とい

うのを立ち上げさせていただいて、基本方

針というのを定めました。そのときにどう

いうやり方やったかっていうと、学校のこ

の跡地利活用のこういうような検討委員会、

学識経験者４人とあと自治会の代表の方１

人入った委員会で、ワークショップをやり

ながら提言がその委員会から出てきて、そ

れを我々町として基本方針として公共施設

再編のこの業者を決めて、まずどうやって

やっていきましょうかっていうのを来年度

の令和６年度から進めていく。その中でア

ンケートをとったり、またワークショップ

やっていこうかというようなことで、公共

施設再編というのは進んでいきます。ただ、

学校の跡地利用についてはまだその前段、

前段の前段でございまして、これから何や

っていくのかというと、まず検討委員会と

いうのを立ち上げます。そこには自治会の

方であったり、学校の関係者であったり、

あるいは学識経験者であったりという方が

入っていただいて、それで、西地区には学

校が三つございますので、それぞれの学校

について全体的な基本方針、どういう使い

方をしていくのかっていうところを住民の

方と一緒に考えていきたいという考えでご

ざいまして、そこに全く住民の意見を聞か

ないのかというわけではございませんでし

て、そこに例えば自治会の方、集まってい

ただいていろいろなお話させていただいて

意見を求めるとか、そのアンケートという

ことにこだわらずに、いろいろな形で住民

の皆さんの御意見をお伺いしながら、学校

の跡地利活用について、どういう形がいい

のか、望ましいのかっていう基本的な考え

方を整理させていただいて、それから進め

させていただきたいということでございま

す。使い方についてはいろいろな使い方が

あろうかと思います。例えば、行政として

何らかのものを使っていく、あるいは公共

的な団体、ほかの学校施設が中に使いたい

ということもあるでしょうし、全く民間の

事業者が来るということも考えられるでし

ょうし、そういった使い方をどう整理して

いくのかっていうのをその検討委員会の中

で議論して、基本的な方針としてまとめさ

せていただきたいというふうな思いを持っ

ております。 

  よろしゅうございますでしょうか。以上

でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  同じようなこと、単純ですよ。もう本当

にもしこれが理事者の方々に間違っていた

ら申し訳ないけど、同じようなことを進め

ていくのになぜやり方が違うのかなっての

が単純な質問なんですけど、理事者の方々

にとったら実は同じじゃありませんと。し

かもこっちの義務教育学校のほうはまだ後

発だから、今こういう形になってますって

理解をまずはさせていただきますので、違

ってたらまた後で言ってください。違いま

すよって。これはそんなにどうこうじゃな
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いから。 

  次の防災に入りたいと思います。防災書

いてますよね。4番です。これはこれです。 

  そういうふうにまた勝手にまとめました、

頭の中で。防災なんですけども、今回、先

ほどの永谷議員も触れてましたけど能登で

大震災がありました。最近の日本大きな地

震が起きるたび、津波も含めて一つ一つ何

か今まで想定していた以上のものが起きて、

これでは準備が足りない。今もまた多くの

自治体ほうが見直している最中で、今回こ

のページ17ページのところに避難所の施設

の整備って書いてあるんですけども、これ

はこれでどんなもんかなというふうな質問

でちょっと上げさせていただいたんですけ

ども、私自身一般質問でこれ出しています

ので、防災に関しましては。ですからそち

らのほうでさせていただこうと思ってます

ので、これにつきましては触れないで終わ

らせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で秋元美智子議員の質問を終わりま

す。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  議長に御指名いただきましたので、１

番・池田忠史、町政運営方針についての質

問をさせていただきたいと思います。 

  まず初めにですけれども、予算に関係し

まして、町財政について管野議員も質問で

されてましたけれども、町の財政は今もず

っと減収でずっと続いてきております。私

も一般質問で何度か質問させていただいて

ますけれども、予算を組むに当たって基金

を取り崩しての状況が続いておりますし、

毎回収支のバランスを持った予算作成は必

要だということはいつもおっしゃっており

ますし、ゼロベースでというお話もいつも

されていますけれども、その辺はもちろん

なんですけれども、税収が減っていく中で

何らかの形でその税収を増やす努力はして

いかないとだめだと思うんですけれども、

その点に関してどのようにお考えなのかお

伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  税収を増加させるための努力についての

御質問ですが、若い世代の移住を促進する

ことや、例えばふるさと納税につきまして

引き続き推進し、豊能町を応援してくれる

人の情報発信の強化に努めていきたいと思

っております。このふるさと納税につきま

しては基本方針の11ページにも掲載してお

りますが、町内業者との連携を積極的に働

きかけるとともに、ポータルサイトの運営

会社との一層の連携を図り、多くの方に選

んでもらえるサイトづくりの見直しなど収

入の増加を図っていければと思っておりま

す。また、将来のまちづくりを示す上でも

重要となってくると思うんですが、余野地

区の国道423号沿いの企業の誘致の取組、あ

るいは幹線道路沿いや近隣商業施設周辺の

一部について住民の利便性のある機能を持

たせるよう用途地域の見直し、さらに沿道

地域内の規制緩和に伴い、沿道区域内での

店舗開業される方に対する支援制度を設け

るなど、これらの取組に新たな店舗が増え

れば地元の雇用も拡大し、人流も増え、地

域の経済効果が出れば将来の税収アップに

もつながると思っております。今後引き続

き他の自治体の事例も参考にしながら、着

実に税収の増加に向けた幅広い取組を進め

ていきたいと思っております。 
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○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今おっしゃったとおり人口増加策も必要

ですし、沿道の賑わいづくりも必要だとは

思いますが、現実的なものとして、人口の

流入に関していえば、今も人口自体が、日

本の国自体が人口の減少の中で人の取り合

いの状態になっている。そういった環境の

中で特にこういう豊能町であったりとか山

間部、田舎のところっていうのは、なかな

か人口の流入を増やすことはなかなか難し

い状況になっているところなので、特に生

産年齢人口の増加というのはなかなか難し

くなってきているというふうに私は考えて

いますし、国道沿いの賑わいづくりに関し

てももちろんいろいろな規制の緩和はもち

ろんありがたいことですが、実際それをす

る土地がないっていうところが大きいと思

うんですよね。実際423号沿い、今度コメリ

さんが来ますけれども、じゃあほかにそれ

だけの大きな企業を誘致するだけの土地が

あるのかっていうと、なかなか探してみる

とそういう場所がない。どうしても平地が

少なくて山間部の豊能町の中ではそういっ

たこともなかなか難しいと思うんです。ふ

るさと寄附に関しましても、以前にも私も

質問の中でさせていただいてますが、やっ

ぱり寄附をしてもらうようなアイテム数で

すよね。もっと増やしていかないとだめな

のと、そういった状況を、いろいろな寄附

を増やしておられるところの現状を把握し

て確認してもっと勉強しないと、今、何か

増やします増やしますって言っても実際に

は去年、減少傾向ですよね。なので、やは

りそういったものも含めてもっといろいろ

と考えて行動していかないとだめなのかな

と思います。これは意見なんですけどね。 

  昨年度の予算の中で、ガバメントクラウ

ドファンディングを使った起業家の支援事

業を行うようなこともありましたけれども、

これも町の事業を町のお金でなく、そうい

うクラウドファンディングによって賄うと

いったら変ですかね。ちょっと助けてもら

う形で事業ができる。先ほど中川議員が人

材派遣の話はされてましたけど、ではなく

て、事業自身のお金を一部負担してもらう

ような形のこともできると思うんですけれ

ども、この実際去年の予算に上がっていた

このガバメントクラウドファンディングに

関してはどのようになっているのかお伺い

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  クラウドファンディングを使った起業家

の支援というような制度がございます。で

すが今年度、ちょっと今詳しくは承知して

おりませんが、その制度を活用して今年実

績が上がったとかというところはちょっと

報告を受けておりませんので、制度はある

ものの、その活用は今、実態としてないの

かなと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  いずれにしても今の現状ではなかなか町

の財政が厳しい厳しいという話だけですの

で、いろいろな提案を私もさせてもらいま

したけれども、できるだけ何らかの形で町

が負担するのを、先ほどの交付金の話もそ

うですけれども、町の負担を減少しながら

必要な財源を確保していろいろなことに取

り組んでいただければと思います。これは

お願いというか要望で終わらせていただき

ます。 
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  続きまして基本指針の１番について全体

的な話なんですが、まず９ページ、10ペー

ジの辺りに、ごめんなさい、子どもの産め

る環境づくりという話がありましたが、今

現状、なかなか子どもを産むというのにお

金がかかるから産まないという環境があり、

またその前に結婚、まずお金がかかる、自

分のお金は自分で使いたいという方も増え

てきた中で結婚自体も減ってきている。し

たいという願望も少ないというお話もあり

ます。豊能町として、結婚なり出産したと

きの、出産、結婚祝い金であったり出産祝

い金等、そういったものを補助してはどう

かとは思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  結婚や出産に対する補助のような経済支

援は総合まちづくり計画や総合戦略に掲げ

る取組を着実に推進することと併せて、若

い世代に豊能町を選んでいただき、定住し

てもらうための誘引策として一定の効果は

あると考えております。しかしながら、新

たな財政負担が生じることから、また本町

の厳しい財政状況では多様な経済的支援は

難しい状況でありますので、現在、今のと

ころ結婚、出産に対する補助金は考えてお

らないという状況でございます。出産補助

ではないんですが、その町政運営方針の、

先ほどおっしゃいました安心して子どもが

産める環境づくりというところで、お金で

はないんですが様々な施策は打っていって

るという状況ございますので、それも併せ

ながら取組を進めていきたいと思っており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  よく近隣のという話をされるので近隣の

お話をさせていただきますけれども、池田

市、出産の前に結婚のおめでとうございま

すということで、これちょっと皆さん、こ

れ市がやってるわけじゃないですよ。各事

業所さん、近隣の池田市にある事業所さん

に協力をいただいて、例えば名前出してい

いのかな、あれなんですけど、例えば不死

王閣さんであれば露天風呂を２名御招待と

か、そういう事業所さんに協力をいただい

てやっておられますよ。お金じゃないんで

す。ほかのところでも、何か御飯食べるの

に好きな料理2,000円分無料で食べれますと

か。別にそういった分でされてるんすよね。

池田の場合。あと、出産の祝い金も御存じ

のとおりですけど、第三子産まれると、車

がもらえるわけじゃないんですけどね、あ

れ実際には。３年間リースして、その後、

欲しければ購入もできますし返すこともで

きる、ていうのもありますし、あと池田の

場合は第一子、第二子が生まれた場合には

１万円の積み立て、１万円入った状態で子

どもを育てるための積み立ての通帳を池田

泉州銀行と協力して通帳を配っておられま

す。第三子の場合はそれを５万円にして５

万円の通帳をお渡しされている。積立預金

型の通帳を渡されてるとか、そういったこ

とをされてるわけですよ。ほかはちょっと

いろいろ見たけどなかったんで池田市だけ

の例になりますけどね。そんなに、豊能町

今、子ども何人、年間大体何人ぐらい生ま

れているか御存じですかね。大体50人前後

なんですよ。50人に１人１万円の、第一子

だったらですけど１人１万円、50万円です。

例えばですけど。そんなに財政の負担では

ない形ですよね。それ以外にも、これは豊

能町だけに限らず、今実際されてる縦走型

の支援の５万円、５万円、10万円もらえる
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やつもありますよね。あれももっとアピー

ルしていかないと、全市町村ほぼ全部され

てるとは思うんですけど、豊能町でももち

ろんやってますよということをホームペー

ジで調べてもなかなか出てこないんです。

見ても、これで補助金もらえるんやってい

うのは全くわからないんですよ。なので、

やはり先ほどからいろいろありますけど、

そういうお金、補助金がもらえたりとか支

援してもらえる分っていうのは、もっと表

側に見えるような形でしていかないとだめ

だと思うんですよ。今回、８ページのほう

にもいろいろと子育て支援の事業でいろい

ろしていただいてますよね。給食費の無償

化とか、その他いろいろ。これって子育て

支援なんですよね。生まれた人に対する支

援なんですよ。ではなくて、まずはそこの

前に産んでもらわないと少子化の対策には

ならないので、産んでもらう対策として、

今言ったような池田市を例に挙げましたけ

ど、豊能町でも何か違った施策をして、少

しでも今の50人が60人、70人になるように

していただくことが大事だと思うんですけ

れどもいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおりでございまして、

産んでいただく、それから育てていただく、

それから地域で育んで豊能町の地域でしっ

かりと育っていただくという、そのストー

リーは必要だと思っております。６年度に

つきましては、５年、６年度につきまして

はどちらかといいますとそこにお住まいを

いただく。ある意味地域で育むというとこ

ろに今ちょっと力点を置いてございますの

で、議員のおっしゃいました御意見も踏ま

えて次年度以降もいろいろと検討してまい

りたいと思っております。申し上げますの

は、特効薬は私いつも申し上げるとおりな

いと思っております。いろいろなその処方

を打っていきながらやっていくということ

でその処方が効かなければまた違う処方を

出すというようなことになってまいるかな

と思っておりますので、そのことも踏まえ

まして議員の御意見については承りたいと

思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今後も豊能町の人口を増やすための施策

だけではなくて、もちろん子育てについて

も、今町長がおっしゃったように、先々生

まれた子どもたちが学校の町で過ごせる環

境づくりをしていただくようにお願いしま

して私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、池田忠史議員の質問を終わりま

す。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高尾靖子でございます。もう今日は朝か

ら大分いろいろとありましてお疲れかと思

いますけれども、もう１人ですのでよろし

くお願いいたします。 

  町政運営方針について質問させていただ

きます。今回の町政運営方針結構長くあり

ましたけれども、とても丁寧で、町政を網

羅した文章というか、運営方針になってる

と思いまして、評価できると思っておりま

す。その中であえて一般質問にも出してい

る分もありますけれども、質問させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  一つ目は７ページから８ページにかけて
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のことです。一つは、「住民主役のまちを

つくり出す“ひとづくり”」についていう

ところから始まって、８ページ、安全・安

心の学校給食の一部補助、中学校は無償化

と継続を評価したいと思います。今後、ま

ちづくり、人口増を見据えて、給食無償化

を恒久的に実施することを望みますが、求

めますが、お考えはいかがでしょうか。こ

の点をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  原材料費や人件費の高騰に伴う物価高騰

によりまして、給食の食材費用に影響が出

てきて、給食費の見直しをどうしていくか

という検討をしていく中で、自治体の施策

の一つとして給食費の無償化などが保護者

負担の軽減策として実施されており、大阪

府内の多くの自治体でもそういった取組を

しております。本町におきましても自治体

施策の一環といたしまして、先ほど町政運

営方針に記載させていただいたとおり、小

学校給食費については一部補助、中学校給

食については無償化を実施しておりまして、

令和６年度の当初予算案におきましても、

これに係る経費を計上しているところでご

ざいます。小学校給食につきましては、現

在のところ一部補助にとどまっております

が、無償化につきましては、国でもそうい

った動きが一部見えているところもござい

ますので、国や大阪府の動きであるとか、

本町の財政状況を総合的に考慮した上で判

断していきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  今おっしゃいましたように、今全国的に

給食の無償化が広がっているいうことは御

存じだと思います。新聞にも教育欄には無

償化の自治体がざあっと掲載されておりま

して、これがすごくいい方向に進んでるん

だなというふうに思っております。その中

でここにあえて、安全・安心の学校給食と

いうことの一つ取り上げてみますと、給食

は恒久化でぜひお願いしたいんですけれど

も、食材が高騰してるいうことも一つの補

助対象になってきてるということだと思い

ますけれども、地元の地産地消の食材を使

っているいうことも含めて、これからもっ

と安心・安全の食材を豊能町で作っていく

いう、そういうところは近隣にも伺えられ

るんですけども、亀岡市や、今ちょっと思

い浮かばないですけど、次々と有機栽培で

頑張っておられる自治体もあります。こう

いうようなことも含めて、私、農業施策の

ほうもちょっと書いてたんですけど、どう

も消えてたみたいで、その辺が今後は求め

られていくんじゃないかなと思うんですけ

れども、今度地産地消っていうことでは今

後はどのようなお考えなのか、ちょっとお

聞きしておきたいなと思ってるんですけど

もいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  学校給食におきましては、これまでも食

育や地産地消の観点から、地元産の食材を

活用して実施しております。自校給食の場

合であるとか、デリバリー給食の食材とし

て、例えばお米は豊能町産のキヌヒカリで

あるとか、高山の真菜やその他の野菜、副

菜としても納豆も供給しております。ただ、

全ての食材を地元のものに限定できるかと

いえば、食材によっては確保が難しいもの

であるとか、一年中を通して全ての学校に

供給できるほどの量を生産するのは難しい
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状況にあるということもお聞きしておりま

す。今後は関係機関とも供給の調整を協議

いたしまして、できるだけ豊能町産のもの

を使用できるように進めていきたいと考え

ています。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。ぜひ今後継続し

てそういうふうに安心・安全の食材が賄え

るような豊能町であってほしいなと思って

おりますので、協議のほうもまた続けてい

ただきたいと思います。 

  次に９ページの件でいきます。 

  高齢者が安心して生活できる環境は重要

です。住民主体的まちづくりについては関

わる人材育成が求められていると思います。

どのように取り組まれるのですか。お伺い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  高齢者が安心して生活できる住民主体の

まちづくりに係る人材育成の観点からお答

えしたいと思います。これまでも展開して

まいりました認知症サポーター養成講座や

地域の高齢者等が主体的に介護予防や認知

症予防に取り組む「通いの場」の普及につ

きまして引き続き積極的に進めることも、

お尋ねの住民主体のまちづくりに係る人材

育成の一環かと考えてございます。またそ

のほかにも、共助の意思を持って参加した

会員同士が掃除や買い物などの家事援助の

ほか、対価を得ながらお互いのニーズに応

える有償ボランティア団体の取組が進んで

ますので、引き続き地域住民の方々と相互

連携しながら、高齢者が安心して生活でき

る環境への取組を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ぜひそのように、民生委員さんやヘルパ

ーさんなど、本当に高齢者が多い中で頑張

っておられるのはよく聞きます。その点で

頑張っていただきたいなというのと、丁寧

にその施策を進めていただきたいと思いま

す。 

  先ほど、先々月ですけども視察に行った

先では小中学校から福祉教育の学習を学校

でしてるっていうふうなことを聞きまして

そういう高齢化している社会に対して関心

を持ってもらえるような、そういうことを

学校でやってるいうことも聞いたんですけ

れども、そのようなことは今後はお考えに

ならないでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  町内の小・中学校では、人権教育の中で

ボランティアグループをゲストティーチャ

ーとして招聘し、手話や展示、車椅子など

の福祉体験学習を行っています。また、小

学校におきましてはほかに、認知症につい

て正しく理解し応援者となるための認知症

サポーター養成講座、これは講師の方とし

て、例えば社会福祉協議会の方や地域包括

支援センター、豊能町認知症キャラバンメ

イトの方をお招きして実施しております。

子どもたちが認知症サポーターとして自分

なりの方法でその後の地域の支え合い活動

につなげられるように学習の機会を設定し

ているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 
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○11番（高尾靖子君） 

  今おっしゃったことはすごくいいことで

これから何か楽しみな感じがいたします。

頼もしくなるんじゃないかなというふうに

思いますが、その点、これは定期的に実施

されているのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  この点につきましては教育課程の中に組

み込まれておりますので、今後も何らかの

形で定期的に行っていく予定をしておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  高齢化をしていることがつくづく感じら

れることが先日データが出ていたのを見て

びっくりしました。本町の住宅にお住まい

の方が2000年から2020年の３年間の間、死

亡者数が756人ということで、孤独死もあり

コロナで亡くなられた方、自殺の方が６人

がいてた。そういうようなことがありまし

てびっくりしております。自宅で亡くなっ

てる方も144人というふうなことが756人の

中に含まれてるんですが、こういうことが

ないように高齢者を本当に私どもも含めて

きちっと温かい施策を続けられるようなこ

とをしていけたらいいなと思いますので、

その点ぜひとも、子育てのところから、義

務教育の頃からそういう関心を持っていた

だけて、将来に向けて温かい高齢者福祉が

できるようにお願いしたいなというふうに

思います。これはこれで置いておきます。 

  次いきます。次は16ページの「緑の中で

楽しく暮らせる“まちづくり”」について

でございますが、その中で１番ですが、Ａ

Ｉオンデマンド交通のことなんです。スマ

ートシティ事業に見られるように一方的な

交通の決め方ではなくて、これからもアン

ケート結果で重視していかれると思います

けど、住民や企業、行政の三者一体となっ

て納得のいく話し合いが重要だと思ってお

ります。温かく優しいまちづくりを東西と

もに広げることが大事だと思っております。

その点でこの間の有料のオンデマンド交通

は無料化のときの３分の１にも満たないん

じゃないかなというふうに思っております

が、利用料が高かったんで本当に走らせて

あげてるというような感じがしてしょうが

ないんですよね。初乗りで300円だったこと

があったんで、その辺で今後はアンケート

結果を踏まえて、その乗降客者が少なかっ

た理由をしっかりと踏まえていただき、乗

降する箇所は増やしていただいて利便性は

あったかもしれませんけれども、やっぱり

料金の問題は高齢化の町にはすごく負担が

大きい。そういうことなので、その辺を反

省していただき、本当に優しい使いやすい、

利用しやすい交通をお願いしたいと思うん

ですね。寝屋川市のこともお伝えしてきて

おりますが、そこを参考にということを聞

いておりますので、その点今後、十分勘案

した上で温かいオンデマンド交通にしてい

っていただきたいと思います。これは強く

要望しておきますが、よろしくお願いしま

す。 

  あと、町内の道路公園の安全を維持確保

するため人材確保が求められていると思い

ます。どのように取り組まれるのかをお聞

きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  私のほうからは、道路公園の安全管理の

観点からお答えいたします。まず道路の維
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持管理のほうですが、現在ですけども重要

構造物であります。道路の舗装とか橋梁、

トンネル、カーブミラー、あと道路の照明

灯などがございます。これらにつきまして

はそれぞれ個別施設計画を立てまして、そ

の計画に基づき国費を活用しながら現在修

繕を行っておるところです。続いて公園の

ほうの安全維持管理のほうですが、こちら

のほうについては都市公園法の施行規則に

基づき、平成30年度の４月からですが、年

１回の定期点検が、公園の遊具のほうです

けども、定期点検が義務化されております

ので、この公園施設点検技士の資格を有す

る職員が直営にて、職員数はもう減っては

おりますが、その中でも何とか直営で定期

点検を実施して、修繕については現在予算

の範囲の中で実施しているというところで

す。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  私のほうからは人材の確保について答弁

させていただきます。現在、公園施設を安

全に利用していただくために職員が除草剪

定、公園用具の点検等を行っているところ

です。退職等により維持管理に必要な職員

に欠員が生じる場合は事前に担当課と協議

し、維持管理業務に支障を来さないよう事

前に広報してホームページ等で職員の募集

を行うなど、人材確保に努めているところ

でございます。また技術的な面では研修に

も職員が参加してスキルアップにも努めて

いるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  ありがとうございます。 

  道路の補修っていうよりか歩道なんかの

補修、そういうのは個人的に良心的に自分

でセメントを持ってきて直してる方もいて

はりました。東ときわ台でそういう方がい

てはります。あと、やりたい人もおられる

んですよね。そういうところのお金がない

から雇えないとかそういうことではなく、

安心・安全のまちづくり、ぜひ努めていた

だきたいと思うんですね。 

  以前に光風台からときわ台に上がるちょ

っとした階段があるんですけども、レンガ

というかタイルが欠けていてちょっと引っ

かかりそうな危ないところがあったり、そ

ういうようなところもやはりなかなかそこ

まで手が回ってないっていうところがある

ようなんで、そういうところも、小さいで

すけどもこまめにできる方もいてはるんじ

ゃないかなと思うんですね。こういうこと

が本当好きで豊能町の全体よく知ってるい

う方もいてはりますし、そういうところで

の協力いうか雇用体制も必要かと思います

ので、その点、今検討していくような、雇

用っておっしゃってましたけれども、その

点もやりたい人がいらっしゃったらぜひ協

力をしてもらい、その辺の対応、歳費も用

意しながら、安全なまちづくりを意識的に

進めていっていただきたいと思います。 

  以上よろしくお願いします。終わりです。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で高尾靖子議員の質問を終わります。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は３月５日午前９時半より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時53分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

令和６年度町政運営方針 

第４号議案 豊能町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

第５号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第６号議案 豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

      利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情 

      報の提供に関する条例改正の件 

第７号議案 豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例改 

      正の件 

第８号議案 豊能町介護保険法関係事務手数料条例改正の件 

第９号議案 豊能町子ども・子育て審議会条例改正の件 

第10号議案 豊能町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特 

      定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条 

      例改正の件 

第11号議案 豊能町立留守家庭児童育成室条例改正の件 

第12号議案 豊能町国民健康保険条例改正の件 

第13号議案 豊能町介護保険条例改正の件 

第14号議案 豊能町指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支 

      援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例改正の 

      件 

第15号議案 豊能町消防団員等公務災害補償条例改正の件 

第16号議案 豊能町宅地造成等規制法関係事務手数料条例を廃止する条例 

第17号議案 豊能町奨学資金条例を廃止する条例 

第18号議案 令和５年度豊能町一般会計補正予算（第10回）の件 

第19号議案 令和５年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

      （第３回）の件 

第20号議案 令和５年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回） 

      の件 

第21号議案 令和５年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第５ 

      回）の件 
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第22号議案 令和６年度豊能町一般会計予算の件 

第23号議案 令和６年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算の件 

第24号議案 令和６年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定予算 

      の件 

第25号議案 令和６年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

第26号議案 令和６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件 

第27号議案 令和６年度豊能町下水道事業会計予算の件 

令和６年度町政運営方針に対する質問 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ２番 

 

        同    ３番 

 


